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平成２０年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２０年３月７日（金曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１５１５１５１５名名名名））））    

  議 長  林   国 夫 君 

  副議長  内馬場 克 康 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １５番  谷 村 孝 一 君 

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  佐 藤 昭 雄 君 

 総 務 部 長  板 東 知 文 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  酒 巻   進 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  加 藤   誠 君 

 市立美唄病院事務局長  三 谷 純 一 君 

 消  防  長  佐 藤 賢 治 君 

 総務部総務課長  市 川 厚 記 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  村 上 忠 雄 君 

 教 育 部 長  安 田 昌 彰 君 

 

 選挙管理委員会委員長  熊 野 宗 男 君 

 事 務 局 長  大 道 良 裕 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  山 崎 一 広 君 

 

 監 査 委 員  川 村 英 昭 君 

 監査事務局長  嵯 峨 和 樹 君 

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  和 田 友 子 君 

 総 務 係 長  濱 砂 邦 昭 君 

 

午前１０時００分 

●議長林 国夫君 これより本日の会議を開

きます。 

 

●議長林 国夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

９番 白木優志議員 

10 番 小関勝教議員 

を指名いたします。 
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●議長林 国夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） おはようござ

います。２００８年第１回定例会に当たり、

大綱４点について、市長並びに教育長に質問

いたします。 

 小泉・安倍と続いた構造改革路線によって、

家計は痛めつけられ、貧困と格差が広がって

います。民間給与所得者で年間年収２００万

円以下の人が２００６年１年間で４０万人以

上増え、１，０２２万人に達しました。国税

庁の示した数字です。生活保護受給世帯も１

０８万世帯に上ります。家計の可処分所得は

１９９７年の３０４．６兆円から２００６年

度は２８０．８兆円へと大きく減少しました。 

 しかも、最近の原油、穀物市場の高騰を受

けた生活必需品や原材料の値上がりが家計に

追い討ちをかけています。賃金は一向に増え

ないのに物価だけが上がっている為です。 

 物価の値上がりは、とりわけ低所得世帯に

打撃を与えています。今年度には小泉・安倍

内閣で決定された国民負担や年金天引きが

次々と具体化されます。まず、４月からは７

５歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医

療制度が強行されようとしています。現代版

姥捨て山と強く批判されている制度です。 

 また、０４年に強行された、年金改悪によ

る国民年金や、厚生年金の保険料の段階的引

き上げは０８年度も継続されていきます。２

００６年１０月に７０歳以上の高齢者に実施

された療養病床の食費、居住費負担増が６５

歳から６９歳にまで拡充されます。 

 さらに年金から天引きされる保険料の対象

が拡大することも重大です。現行の６５歳以

上の介護保険料の年金天引きに加えて、後期

高齢者医療制度の対象者からの天引きが今年

４月の年金から始まろうとしています。 

 さらに６５歳から７４歳の世帯主の方が払

っている国民健康保険料も今年から年金天引

きが始まっていきます。２００９年１０月か

らは住民税も年金から天引きされます。まさ

に構造改革の大波が国民生活を襲う負担増具

体化のオンパレードということになります。 

 その上今年の年明けから、財界は消費税率

の引き上げを求める大合唱を始めました。民

主党も、社会保障目的税という形で消費税率

の引き上げを打ち出しています。日本共産党

は消費税が低所得者ほど負担の重い税金であ

り、社会保障の財源として最もふさわしくな

い税であることを主張してきました。 

 今問われているのは、国の予算のあり方で

す。日本の社会保障給付費は、１７．４％で

す。これはイギリスの２２．４％、フランス

の２５．８％、ドイツの２８．８％など先進

国の水準に比べて相当低い水準にとどまって

います。ちなみにアメリカは１５．２％です。

金額で言えば、２５兆円から５０兆円も社会

保障給付費が少ないことになります。これは

世界第２位の経済力、国民全体が作り出して

いる民の総量が社会保障に回されていないこ

とを如実に示しています。大企業、大資産家

優遇と軍事費という二つの聖域にメスを入れ、

社会保障に予算の軸足を移せば、消費税増税

に頼らなくても社会保障給付費を賄うことは

可能です。 

 国会の予算審議は今中断している状況です



- 30 - 

が、歳入でも歳出でも、何よりも国民生活、

家計を応援する予算に抜本的に改めることが

求められていると考えます。 

 質問に入ります。大綱の１点目は、公営住

宅について伺います。私は、１月２４日、日

本共産党の参議院議員大門実紀史と夕張の現

地調査に行ってきました。財政再建団体入り

しての夕張では孤独死が相次いで発生してい

る、との報告を受けての調査でした。その際、

雪に覆われた夕張の市営住宅を見てまいりま

した。住民が転出し、入居者もまばらで、歯

抜けのような状態になってしまって、除排雪

が行き届かなくなっている状態は、夕張市民

が背負うことになっている膨大な債務と重な

って、胸の奥が苦しくなる思いでした。そし

て美唄に帰ってきて、雪深い事に変わりはあ

りませんが、いなほ団地の住民の皆さんを見

ました。大雪の降った朝に大勢外へ出て、雪

を片づけている姿に夕張の皆さんには申しわ

けないのですが、ほっとした思いをしたこと

を今でも覚えています。 

 まず１点目に、本市の公営住宅の現状につ

いて伺います。各団地ごとの建設・建築年次、

総戸数、入居状況についてお聞きいたします。 

 次に、入居者選定方法について伺います。

現在複数の応募のあった住宅は、抽せんとい

う形で入居者を決定しているということです

が、抽選となった年次や経緯、抽選に対する

市民の感想などについてお聞きいたします。 

 ３点目は、住宅内のペットの飼育について

伺います。今朝の北海道新聞でも取り上げら

れていましたが、お隣の三笠市では今月を期

限として公営住宅内のペットを全面禁止とし、

今まで飼われていたペットの引取り先を探し

ていると言われています。中には長年飼育し

ていて、家族以上の存在になっているペット

と離れがたく、それがために市営住宅を出て、

民間アパートに引っ越しをすることになった

方もいるということです。 

 本市においても三笠市と同様犬や猫などの

ペットは禁止とされていますが、現実は必ず

しもそうなってはいません。住宅の周辺を見

れば明らかなことです。市長はこの実態につ

いて、どうお考えになるでしょうか。 

 大綱の２点目は、雇用と対策についてです。

まず初めに、市内の雇用の状況についてお聞

きいたします。雇用保険受給者の推移につい

て、どのようになっているかお聞きいたしま

す。 

 次に、市内の企業や事業所などの閉鎖や廃

業などで失業された方はどのくらいいらっし

ゃったのか、過去３年についてお聞きいたし

ます。 

 次に、雇用に関する相談です。昨年、市内

の大型商業施設が閉店し、その業者は違法と

も言うべき雇用条件で従業員を働かせていた

と聞いておりますが、そういった関係者も含

めて、商工行政に対して、相談が持ち込まれ

るようなことがあったでしょうか。また、そ

れらの状況を踏まえ、市長として本市の雇用

状況をどのようにとらえているのでしょうか、

お聞きいたします。 

 次に、高校、短大、専門学校の卒業生の就

職状況についてお伺いいたします。本州方面

では地域的にではありますが、景気が回復し

ているなどと話がありますが、北海道、とり

わけ美唄の現状は決して明るいものではない

と感じています。卒業生の就職状況がどのよ
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うになっているのかお伺いいたします。また、

その数字を踏まえて、市長としてどうとらえ

ているのかお伺いいたします。 

 ３点目は、市の対策について伺います。求

職者職業能力開発支援などをしているという

お話ですが、どのようなものなのか。具体的

にお示しいただきたいと思います。また、こ

のほかにどのような対策を講じているのか伺

います。 

 大綱の３点目は、福祉行政についてお伺い

いたします。まず、福祉灯油について伺いま

す。原油価格の高騰により、市民生活に大き

な影響が懸念される状況の中、本市において

は我が党の長谷川吉春議員の一般質問等を真

剣に受けとめられ、福祉灯油が実施されたこ

とを改めて評価したいと考えます。福祉灯油

の制度の概要と対象世帯数などについて、ま

ず具体的にお伺いいたします。 

 次に、間口除雪について伺います。制度の

概要や利用者数の過去３年の推移など、お伺

いいたします。 

 次に、福祉除雪について伺います。間口大

雪と同様、制度の概要や利用者数の過去３年

の推移などをお伺いいたします。福祉行政の

最後は緊急通報装置について伺います。最近、

私は８０歳を過ぎた独居の女性のお宅を訪問

しました。一昨年、同居していた娘さんに先

立たれ、生活全般に不安を感じているという

お話でした。身体的にも血圧が高めなので、

自分の身に何かあったらどうしようかと考え

ると、悪い方悪い方へと考えが傾き、いても

たってもいられない思いをしていると言うこ

とでした。高齢者福祉課に相談すると、緊急

通報装置を教えていただき、彼女にも知らせ

て、早速取りつけることになりました。改め

てこの緊急通報装置の導入の経緯や利用者数

実際に緊急通報で、生命の危機を逃れた例な

ど、実例などあるのでしょうか。もしあった

のでしたらお知らせ願いたいと思います。 

 大綱の４点目は、教育長に質問いたします。

教員のメンタルヘルスについてです。３月３

日の教育長の教育執行方針を聞きながら、私

はこんなに盛りだくさんの課題や研修内容、

そして成果を期待される教員の方々の環境が

とても心配になりました。現在、教育現場で

働く。先生方への世間の目は大変厳しいもの

があります。高い志を持って先生になった

方々への風当たりは強く、毎年、心の病にな

り、求職・退職する先生が増えていると言わ

れています。児童・生徒のためのカウンセリ

ングなど、大分、行われるようになってきて

おりますが、心の悩みを抱える先生方への対

応は、日本は遅れていると言われています。 

 そこで、現在、美唄市内の教員で、心の病

で長期休職をしている方や、通院の方々の把

握は教育委員会でされていますでしょうか。

また、教育委員会として教員のメンタルヘル

スの為に特にこんなことに気をつけているだ

とか、制度として何かありましたら、お知ら

せ願いたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えします。 

 初めに、公営住宅について、入居者選定方

法についてでありますが、従来は、申込者個々

の住宅に困窮する度合いに応じ、「入居者選考

委員会」により入居順位の決定をされていま

したが、より透明性を保つため、平成１６年
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度から公開抽せんによることとしております。

なお、申し込みをされた方からは「選考の結

果が明確になったが、応募倍率の高い団地に

おいては当選することが難しい」との声も伺

っております。また、公開抽せんにおける応

募状況についてでありますが、平成１８年度

は全体で公募が３１戸に対し、応募が１８１

件で、応募倍率は５．８倍となっており、平

成１９年度は現在まで、公募が２８戸に対し、

応募が１３４件で、応募倍率は４．８倍とな

っております。 

 次に、住宅内のペット飼育についてであり

ますが、市営住宅の入居に際し、犬猫等の飼

育は周辺に迷惑を及ぼすことから、禁止とし

ておりますが、ペットのにおいや鳴き声など

の苦情が寄せられた場合には、職員が直接電

話や訪問により指導しております。なお、管

内では本市と同様の扱いとなっております。 

 次に、雇用と対策について、雇用の状況に

ついてでありますが、本市における雇用保険

受給者状況は、平成１８年度においては１カ

月平均１５７名、平成１９年度１月末現在の

１カ月平均は１６９名の受給となっており、

失業者が微増しているところでございます。

また、１月末現在の平均有効求人倍率におい

ても０．４０倍と昨年より０．１ポイント減

となっております。 

 次に、市内における廃業などの状況につい

てでありますが、平成１７年には建設業が、

２社で１名の従業員、平成１８年はスーパー

や製造業など、４社で７５名の従業員、本年

度の１２月末現在では、大型スーパーや建設

土木業など５社が廃業・倒産し、８４名の従

業員の方が失業されました。これら廃業など

に伴い、従業員の方から数件の電話相談が市

にあり、事業者との雇用契約関係など専門的

分野の相談であったことから、岩見沢労働基

準監督署やハローワーク及びパート１１０番

などを紹介し、また、ハローワークと連携し、

離職者説明会を開催いたしました。 

 これらの状況から、景気が全国的には回復

基調にあるものの、北海道及び本市おいては、

依然として厳しい雇用状況が続いており、雇

用状況の改善に向けた取り組みを一層推進し

なければならないものと考えております。 

 次に、新規学卒者の就職状況についてであ

りますが、本年２月末現在で申し上げますと、

市内の高校の卒業予定者は、２６５名で、そ

のうち、就職希望者は１０４名となっており、

就職が内定している方は６６名で内定率は６

３．５％で、昨年同時期より１５．７％ポイ

ント減となっております。高校別内訳につい

ては、美唄高校の内定率は５２．３％で、昨

年同時期より１４．０ポイントの減、美唄工

業高校は、内定率８２．１％で、昨年同時期

より１２．５ポイントの減となっております。

なお、聖華高校は全員が進学予定となってお

ります。また、高校の全道における就職内定

率は、１月末現在で６９．５％、同時期と比

較いたしますと、１４．３ポイント本市が低

くなっております。 

 次に、専修大学北海道短期大学の卒業者は

１８９名で、そのうち就職希望者は７６名と

なっており、就職が内定している方は６４名

で、内定率は８４．２％で、昨年同時期より

１．５ポイントの増となっております。 

 また、北海道コンピュータカレッジの卒業

者は２５名で、そのうち、就職希望者は２４
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名、就職が内定している方は２２名で、内定

率は９１．７％で、昨年同時期より１０．７

ポイントの増となっております。特に高校の

就職状況が厳しいことから、今後も各学校や

ハローワークなどと連携を密にしながら、就

職活動支援セミナーや会社説明会への出席を

促し、就職に結びつくよう取り組んでまいり

たいと考えております。 

 なお、公営住宅の現状については、都市整

備部長から、市の雇用対策については、商工

交流部長から、福祉行政については、保健福

祉部長からそれぞれ答弁させていただきます。 

●議長林 国夫君 都市整備部長。 

●都市整備部長加藤誠君 公営住宅の現状に

つきましては私から答弁させていただきます。 

 まず、市営住宅１５団地について、団地名・

建設年次・管理戸数・入居率の順にお答えい

たします。南美唄団地は、昭和４５年、４４

戸、９０．９％、東明中央団地は、昭和３８

年に１２戸、４１．７％、東明中央第２団地

は、昭和４１年に２４戸、９１．７％、日東

団地は、昭和４７年、８戸、１００％、いな

ほ団地は、昭和５０年、１４８戸、９４．６％、

進徳東団地は、昭和５６年、１１０戸、９５．

５％、東光団地は、平成２年、８８戸、１０

０％、東明恵愛団地は、平成４年、１７戸、

１００％、峰延東陽光団地は、平成５年、２

４戸、１００％、有明団地は、平成６年、５

６戸、１００％、東雲団地は、平成８年、１

８戸、１００％、ゆたかニュータウンは、平

成１２年、２８９戸、９９％、進徳団地は平

成１６年、３２戸、１００％、共練団地は５

９年、６４戸、９８．４％、有為団地は平成

１８年、１１８戸、１００％。 

 次に、道営住宅でございますが、美の里団

地は昭和６３年、３２戸、９６．９％、ゆた

かニュータウンは平成９年、１４１戸、９９．

３％、コスモス団地は平成１７年、２９戸と

なっております。 

●議長林 国夫君 商工交流部長。 

●商工交流部長酒巻進君 雇用と対策につい

ての市の対策につきましては私からご答弁さ

せていただきます。 

 市の雇用対策についてでありますが、求職

者職業能力開発支援事業は、求職者や高校の

就職希望者が就業の場を広げることを目的に、

地域人材開発センターや北海道中央コンピュ

ータカレッジが行う技能講習に参加し、技能

を修得した場合にその受講料の７割を補助し

ております。 

 平成１８年度の実績で申しますと、小型車

両系建設機械運転技能が２１名受講で、全員

が高校生、移動式クレーン運転技能講習が５

名、建設機械整地運転技能教習が１０名、フ

ォークリフト運転技能教習が９名、玉掛け業

務特別教育が５名受講で全員が高校生、玉掛

け技能教習が３名、車両系建設機械安全衛生

教育が３名、小型車両系整地特別教育が１名、

ガイドヘルパー講習が８名、福祉住環境コー

ディネーター試験準備講習が１名、職長教育

が１名、ガス溶接技能講習が１名で、合計し

ますと、１２のコースで６８名の方が受講し、

うち高校生が２６名、女性が９名となってお

ります。なお、受講者に対し、受講を終了し

た翌年度にアンケート調査を実施し、３１名

から回答をいただき、建設業が１０名・小売

業が１名・サービス業が６名・その他が４名、

合計２１名の方が技能を生かし就職したとの
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回答になっております。 

 本事業のほか、市では事業所が設備投資等

で雇用が創出された場合についての助成制度

や、経営の安定・振興を図るための融資制度

を設けております。また、中小企業者が産業

構造の高度化・情報化の進展等に対応しうる

従業員の人材を養成するため、経費の３割を

助成しております。なお、この中小企業人材

養成補助事業には１８年度実績で２０の講座

に４６社、１３０名の受講があり、事業主に

対し支援をしております。 

●議長林 国夫君 保健福祉部長。 

●保健福祉部長中川直紀君 福祉行政につい

ては私からご答弁させていただきます。 

 はじめに福祉灯油についてでありますが、

７０歳以上の市民税非課税世帯で課税年金額

と所得金額の合計が８０万円以下の方のみで

構成される高齢者世帯を対象に、市と共同募

金会美唄市支会並びに美唄灯油・重油部会の

３者協働により、１世帯当たり４０リットル

の灯油引換券を支給したところであります。 

 予算上は４４０件程度と予定しておりまし

たが、申請件数は２５７件で、うち、支給決

定件数は２１５件、非該当件数は４２件とな

りました。実際に灯油券をご利用いただいた

方は２１０件という結果になっております。 

 次に、間口除雪についてでありますが、市

道の除雪路線に隣接する７０歳以上の高齢世

帯や重度の身体障害者の世帯で、自力で除雪

作業が困難な世帯の方々に対し、除雪車が入

った後の残雪の処理を行う事業で、利用者負

担につきましては、生活保護世帯は無料、市

民税非課税で課税年金額と所得金額の合計が

８０万円以下の世帯は１万円、市民税非課税

で課税年金額と所得金額の合計が８０万円以

上の世帯は１万２，０００円、市民税課税の

世帯は、２万４，０００円となっております。 

 実績といたしまして、平成１７年度は２２

６件、平成１８年度は２３０件、平成１９年

度は２１９件となっており、平成１９年度に

拡大した区域につきましては、実績として２

件の利用がございました。 

 次に、福祉除雪についてでありますが、対

象となる世帯につきましては、市民税非課税

世帯で体力的、経済的に除雪が困難な高齢者

の単身または夫婦世帯、重度の肢体不自由者

または視覚障害者で単身世帯もしくは１５歳

以下のみの子との世帯で、寡婦病弱者で単身

世帯又は１５歳以下のみの子との母子世帯と

なっております。 

 除雪範囲は家屋倒壊のおそれのある住宅の

屋根の雪下ろし、緊急時避難の確保の為の窓

及びベランダの除雪といたしております。 

 実績といたしまして、平成１７年度は４９

件、平成１８年度は２５件、平成１９年度は

現在まで３６件となっております。 

 次に、緊急通報装置についてでありますが、

一人暮らしの高齢者などの、災害・事故・急

病・その他救急時における救護活動の迅速化

を図ると共に、生活不安の解消を目的に設置

し、消防が通報の対応をしているところであ

ります。 

 平成２年度から現在のシステムを開始し、

年度別の導入台数は、平成２年度８０台、平

成３年度１２０台、平成５年度１５台、平成

９年度２０台、平成１１年度１０台、平成１

２年度２０台、平成１３年度２０台、平成１

４年度２０台、平成１５年度３０台、平成１
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６年度１０台、ほかに自費による設置が５台

あり、合計で３５０台となっており、現在２

６９台の端末機が稼働している状況です。 

 次に、消防のセンター機における受信及び

救急出動状況でございますが、平成１７年度

は受診件数３１４件で、救急出動は４８件、

平成１８年度は受信件数２５３件で、救急出

動は３２件となっております。 

 本装置につきましては導入から１７年が経

過し、センター機の更新や端末機の保守点検

を行ってきておりますものの、修理ができな

い端末機が増えたことにより、待機は１０名

程度を生じており、現在、機器等のシステム

全体の見直しについて検討を進めているとこ

ろでございます。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 吉岡議員のご

質問にお答えいたします。 

 教員のメンタルヘルスについてでございま

すが、教員は教育活動を通じて児童生徒と日

常的に接し、その人格形成に大きな影響を与

えるため、教員が心身ともに健康を維持する

ことは、学校教育の円滑な実施という観点か

らも極めて重要であると考えているところで

あります。教員の心の健康の保持・増進を図

るためには、職場におけるメンタルヘルスの

理解といつでも相談できる体制作りが必要で

あり、学校におきましては道教委作成の「メ

ンタルヘルスハンドブック」に基づき理解を

深めるとともに、健康相談窓口の紹介やメン

タルヘルスセミナーなどへの参加を促す取り

組みがなされているところであります。 

 なお、精神性疾患により通院、あるいは病

気休職となった教職員の数につきましては、

全国的に増加傾向にあると認識しております

が、本市におきましてはそのような実態につ

いての報告は現在のところございません。 

●議長林 国夫君 １番吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 市長として古い住宅に

関してどのようになさろうと考えていらっし

ゃるのかお伺いいたします。 

 それと入居者の選定方法ですが、抽選とい

うことで公平・透明だという点は確かに認め

られますが、社会的弱者ですとか、それから

何回も外れている方に対してはどのようにし

ていらっしゃるのかお伺いします。 

 それから、ペットの飼育についてですが、

核家族化が進んでいまして、７５歳以上の女

性では４人から５人に１人が独居状態である

と言われております。女性の平均寿命は８５

歳以上と言われていますから、約１０年間は、

お一人で生活を送るということになります。

そんな中、楽しい時や悲しい時、話し相手と

なったり、動物は話しませんけど、ぬくもり

で心まで癒してくれるペットを求めるのは無

理もない心情だなということは、誰しも思う

のではないでしょうか。 

 禁止されていることを知っていても飼って

いるという状態で、今、美唄市の公営住宅の

中でもペットを飼われている方がいらっしゃ

ると思います。アレルギーで動物が近くにい

るだけで嫌だという人もいます。 

 また、小さい頃の動物との体験上、どうし

ても動物が嫌だという方もいらっしゃること

も確かです。私は、動物が好きな方ですから、

それほど嫌いではないんですけれども、確か

にそういった意見も重要だと思います。ペッ

ト問題に詳しい帯広畜産大学の吉田教授は、
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所得の関係で市営住宅にしか住めない人もい

る。飼い主が他人に迷惑をかけない状況を作

れるなら、禁止ありきを見直してもいいので

はないかと指摘もしています。 

 道外では、公営住宅でペットを認めた自治

体も出てきています。大阪府です。新潟や兵

庫でも震災の被災者向けの住宅では条件付き

で認めているという話です。府営住宅では、

団地単位でペットを飼いたい人が飼育の会を

作ってルールを決め、入居者全体の８割の合

意を得ることが条件として２００５年から施

行、７つの団地が飼育を認め、数百戸が犬や

猫を飼っていると言われています。 

 例えば、飼い主とペットの写真一覧表を入

居者に配り、散歩のルールなどを細かく設定、

苦情があればその会のメンバーが仲介して解

決しています。飼う権利を保証、手間ひまを

惜しんでは駄目、役所任せにせず、住民同士

の信頼関係をつくることが大切ですが、猫を

飼うある団地の自治会長の言葉です。問われ

ているのは地域の住民力なのかもしれません

と報告されています。 

 本市においても、今の市長の答弁のように、

確かに公営住宅の中ではルールをしっかり守

って禁止されているものは禁止だということ

も大事ですが、今のこのペットを取り巻く社

会状況の中、ペット飼育に関するアンケート

をとったり、実態調査をしながら、時間をか

けて公営住宅に住んでいる方もそうでない方

も含めて市民全体でペット飼育に関する広範

な意見交換や、市民合意をつくり上げていく

ことが今求められているのではないかと私は

考えています。再度、ペット飼育に関して市

長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、雇用と対策についてですが、今伺っ

たところではやはり、雇用、市内の職を求め

る人に対する雇用条件は大変厳しいものがあ

るというふうに考えています。特に、高校を

卒業された方の就職が決まってないっていう

点では、これから美唄の未来を担っていく

方々ですから、仕事がないという状況は本当

に問題ではないかというふうに考えています。

答弁の中にありました、就職活動支援セミナ

ーの具体的な内容とその効果について、どの

ようにお考えなっているのか伺います。 

 また、卒業時点で就職先が決まっていない

生徒さんが高校卒業生でかなりいることにな

りますが、そういった方々への対応はどのよ

うになっているのかお聞きいたします。 

 それから、市の対策についてですが、求職

者職業能力開発支援事業の受講者が６８人と

いうことでした。これに対しては市で助成を

しているということですが、この方達に対し

て、この支援事業を受けた後の感想などを聞

いていますでしょうか。実際に受けた方の感

想を受け止めて、今後の事業に生かすという

ことは大変大事なことだというふうに私は考

えておりますので、その点を伺いたいと思い

ます。 

 また、今後本市の雇用をどのようにしてい

こうと考えているのか、再度お伺いいたしま

す。 

 福祉行政についてですが、中断されていた

福祉灯油が昨年９月議会で決定され、本市の

取り組みが全道の自治体を牽引する形で札幌

市を除く全道の市町村で福祉灯油が実現した

ことに改めて美唄市民として誇りを感じてお

ります。 
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 福祉灯油について、当初４４０世帯ほどと

聞いておりましたが、結果として約半数の申

請数となっています。３月５日の赤旗の新聞

ですが、三笠市の福祉灯油のことが取り上げ

られていました。対象者の９３％が申請をし

たということ、市が対象者へ直接通知し、申

請しやすいようにと地域ごとに担当者が出向

いて受け付けをし、申請のない世帯には再度

連絡するなど、きめ細かい手だてを取り、多

くの市民が福祉灯油の申請をしたとなってい

ます。三笠のある方に聞いた話では、三笠市

の職員の方々は対象者がとりわけ高齢者とい

うことで、周知に配慮を払ったということで

す。 

 冬季の厳しい生活を応援する制度がせっか

く作られていたのに利用されないというのは、

行政としてとても残念だというふうにお感じ

だと思います。私のところにも南美唄のお住

まいの方ですが、タクシーで市役所まで往復

したならば、2,000 円以上かかるし、ちょう

どその頃、介護している家族の具合が悪くて

通院などで忙しくて手続をしないことになっ

てしまったと話されていました。対象者を拾

い上げる作業の中で地域的に対象者が多いか

少ないかは行政の方で把握できるのではない

かと考えます。担当者が出向いてでも受け付

けるとかできなかったのか。この制度が申し

込みが終わってしまっていますけれども、私

はとても残念でなりません。２０年度予算案

にはまた福祉灯油が組み込まれております。

今年度の実施方法を反省し、手続や周知方法

など、高齢者の高齢の利用者という点に特に

配慮して、改善していくべきと考えますが、

市長のお考えをお聞きいたします。 

 また、生活保護世帯への福祉灯油について

ですが、この点についてはどのようにお考え

なのかお伺いいたします。 

 間口除雪についてですが、本年度地域を拡

充するということを聞いておりまして、件数

は昨年に比べて増加するものと思っておりま

したが、昨年よりは少ない数字となっており

ます。この点に関して、担当課として要因な

ど何か検討されているのでしょうかお伺いい

たします。 

 緊急通報装置についてですが、平成２年３

年設置のものが多いようです。新旧では約１

４年もの開きができています。独居高齢者の

命綱ともいうべき装置なのですから、いざと

いうときに使用できないようでは意味があり

ません。高齢化や核家族化の進展で、これか

らまだまだ市内に独居の高齢者は多くなるも

のと思われます。誤作動なく、安心して使え

るように早い時期のシステムの見直しをお考

え願いたいと思います。市長の考えをお聞か

せください。 

 教育長に再質問させていただきます。私は、

３月１日娘の高校の卒業式に行ってまいりま

した。式次第の初めの開会の辞で、その時点

で会場の案内でご一同様ご起立くださいとの

案内でした。そして開会の辞、国歌斉唱とま

るでだまし討ちのように会場全体を起立させ

て式次第が進行していきました。私は自分の

思想信条に正直にありたいと思い、国歌斉唱

では着席させていただきました。心には大変

大きなストレスを感じておりました。たかが

２分も無いような国歌の斉唱の時間ですが、

私の心の中は非常に葛藤しておりました。周

りに目をやると私からは、私と私の夫以外も
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う一人の方が国歌の際にすっと着席なさいま

した。保護者の立場で参加した私がこんなに

あのたかが２分の間にストレスを感じており

ました。 

 教員の皆さんはこの時期卒業式、入学式と

重なる行事の中で、職務命令で従わざるを得

ない環境のもと、大きなストレスを感じてい

るのではないかと考えます。質問の中に私は

長期休暇や通院の実態はとお聞きしました。

本市にはいらっしゃらないとのことでしたが、

長期休暇の場合はわかりますが、通院の場合、

ご本人が報告しなければわかるものではあり

ません。将来的にもいないとは決して言い切

れるものではないと思います。 

 １９９９年の国旗・国歌制定当時の国会審

議の中では、当時の官房長官の野中広務氏は

式典において起立する自由も起立しない自由

もある。君が代を斉唱する自由もあるし、し

ない自由もある。このように答えています。

それから９年、今の美唄はどうでしょうか。

教育長はこの間この本会議場で開かれた一般

質問の議論の中では学習指導要領に基づいて

実施すると答弁されてきています。 

 しかし、日本の国民の守るべき一番の基本

は憲法ではないでしょうか。憲法第１９条思

想及び良心の自由はこれを侵してはならない

とされています。憲法の精神を生かして本市

の教育に取り組んでいただきたいと強く考え

ます。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 吉岡議員の質問に順次お

答えします。 

 初めに、公営住宅につきまして、古い住宅

の建て替え等についてでありますが、本市の

厳しい財政を踏まえながら、当面、維持保全

をしながら対応してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、入居者の選考方法についてでありま

すが、公開抽選に際しましては、障がい者及

び母子世帯並びに複数年度にわたり当選しな

い場合には、抽選回数を加算する優遇措置を

講じております。今後におきましても、この

ような選考方法で対応してまいりたいと考え

ております。 

 次に、住宅内のペット飼育についてであり

ますが、犬猫等の飼育がお年寄りの孤独感を

緩和するなど、精神的な支えになると言われ

ておりますが、市営住宅にはさまざまな方が

暮らしており、悪臭や鳴き声が他の住民に迷

惑を及ぼす事例も多いことから、現在のとこ

ろペットの飼育は禁止してまいりたいと考え

ておりますが、今後、道外における事例も参

考にしながら、調査研究してまいりたいと考

えております。 

 次に、就職活動支援セミナーについてであ

りますが、平成１５年に岩見沢市・三笠市・

月形町と美唄市の３市１町が、主に高校生を

対象とした雇用対策の推進を図ることを目的

とした、「南空知地域雇用対策協議会」を設置

しております。この協議会では、高校３年生

を対象とした社会人としてのマナー等を学ぶ

「就職活動支援セミナー」や就職に向けて保

護者の意識を高めるための「保護者向け就職

意識啓発セミナー」、また、「高校１・２年生

向けセミナー「、「進路指導担当教員向けセミ

ナー」などを人材開発のコンサルなどを講師

に招き、各高校で開催しているところでござ

います。平成１８年度の本市においての実績
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については、各セミナー合わせて４１９名の

参加者があり、就職の希望者自らの適性等を

認識し、就職を成功させる為の意識高揚につ

ながったものと考えております。 

 次に、卒業後の未就職者の就職支援につい

ては、各高校やハローワークにおいて行って

おりますが、市といたしましても、広報紙メ

ロディで「求職者就業能力開発支援事業」に

ついて周知など図っており、今後とも未就職

者のスキルアップを図り、就職につなげてま

いりたいと考えております。 

 次に、求職者職業能力開発支援事業につい

てでありますが、受講者などから感想などを

お聞きしておりませんが、受講者の一定のス

キルアップにより、就職にいかされているも

のと認識しております。 

 今後とも、地域人材開発センターなどと連

携を図り、求職者のニーズに合った講習にな

るよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、雇用の確保については、本市経済の

活性化を図る上で重要な課題であると認識し

ており、これまでの各種助成制度や融資制度

の取り組み、また、北海道雇用創出基本計画

に基づく「新一村一雇用おこし支援事業」な

どに取り組んでまいりました。今後におきま

しても、企業誘致に積極的に取り組むととも

に、地域資源を活用した域内循環を高め、ま

た、北海道や関係団体と連携を図り、雇用の

場の拡充に努めてまいりたいと考えていると

こでございます。 

 次に、福祉灯油についてでありますが、市

といたしましては、本年度の実施状況を踏ま

え、新年度は支給限度額の拡充を行うととも

に、申請手続や周知方法につきまして、実効

性のあるもとなるようさらに検討を加え、実

施してまいりたいと考えております。 

 なお、生活保護世帯については、冬期間の

一時的な扶助制度があることから、支給対象

としない考えであります。 

 次に、間口除雪についてでありますが、近

年、個人宅の除排雪を民間業者に依頼する状

況も見受けられており、こうしたことも減少

となった一因と考えられますが、今後につき

ましては、内容を分析するとともに、事業の

あり方について、検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、緊急通報装置でありますが、現在の

システムは保守点検を定期的に行うことで、

機器の動作確認をし、使用しているところで

すが、老朽化が進んでおりますことから、対

象者の安心安全の確保のため、新システムの

導入について検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 吉岡議員のご質問にお

答え申し上げます。 

 学校教育に直接携わります教師の果たす役

割というのは、大変大きいことから、教員の

心身の健康は、それを支える意味でも大変重

要なものであります。現在、各学校において

は、日頃から教員が抱えておりますいろんな

問題点、悩み事など周囲に相談したり、情報

交換したりすることができる明るい職場づく

りを目指した取り組みが進められております

が、今後におきましても、さらに教員が意欲

ややりがいを持って職務に臨み、組織体制が

一体となって教育活動の目的達成に向けた努

力ができる職場体制に向けて努めてまいりた
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い、このように考えているところでございま

す。 

●議長林 国夫君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 まず、雇用と対策につ

いてのところなんですが、支援事業の受給者

に感想も聞き取りをしていないということで

すが、これは市の税金を使って助成をしてい

るということだと私は考えております。６８

名の方ですから、そんなに手間がかからなく

ても答えというか感想は聞けるものではない

のかなと考えます。行政の側の方がびくびく

しているのではないかなというふうに考えま

す。積極的にこの受給者の方々にこの講習を

受けた感想を聞いて、直していくべきは直す、

効果的に重点的にするところはする。そのあ

たりのところの検証が必要ではないかという

ふうに考えます。遠慮しないでどんどん聞い

たらいいんじゃないでしょうか。そうしたこ

とによって生の声が行政に伝わって、新たに

美唄市内でですね、雇用の拡大につながるの

ではないかというふうに考えますので、ぜひ

受講者のその後の聞き取りですね。追跡を忘

れずにやっていただきたいというふうに考え

ています。 

 それから、福祉灯油ですが、生活保護世帯

への福祉灯油の件です。厚生労働省は昨年の

１２月２６日大分年も押し迫ってですが、地

方公共団体が実施する灯油購入費助成の生活

保護上の取り扱いについてとの事務連絡を都

道府県、指定都市中核市の民生主管部、生活

保護課生活保護担当課長あてに行ったとなっ

ております。 

 当然、美唄市にも届いていると思います。

福祉灯油の助成については収入として認定し

ない取り扱いをするという内容だったそうで

す。逆読みをすれば、国は生活保護世帯に特

段の援助はしないが、地方自治体が援助する。

地方自治体が実施する制度には文句をつけな

いということも読み取れます。 

 市長の答弁では、生活保護世帯には冬期間

の一時的な扶助制度があるということでした。

しかし、この灯油の高騰に対する上乗せはな

いはずです。ぎりぎりの生活の生活保護世帯

なのに、寒さを凌ぐために食べるものを削り、

電気代を節約しなければ暖かさを取ることが

できないというのが、北国に住む生活保護世

帯の実態です。美唄市に住む生活保護世帯の

実態です。日の明るいうちから灯油代、電気

代節約でテレビも消して布団に入っていると

いう生活が人間らしい生活と言えるでしょう

か。平成２０年度の福祉灯油には是非生活保

護世帯を含めて支給されるよう強く要請した

いと考えています。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

 求職者職業開発能力支援事業についてであ

りますが、雇用の拡充につながる事業であり

ますので、今後も地域開発人材センターなど

と連携を図り追跡調査などで受講者の意向を

把握して事業内容の充実に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、福祉灯油についてでありますが、生

活に困窮している高齢者に対する生活支援の

意味を持つ福祉事業でありますことから、私

どもは一定の扶助を受けている生活保護世帯

に対しましては支給対象としない考えであり

ます。 
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●議長林 国夫君 次に移ります。 

 10 番小関勝教議員。 

●10 番小関勝教議員（登壇） 平成２０年第

１回定例会にあたり、大綱３点について市長

並びに教育長に質問をいたします。 

 大綱１点目は、農業行政についてでありま

す。昨年度から急騰している原油価格は燃料

価格のみならず、生活・食料用品にまで及ん

でいるのが現状であります。このことは、石

油関係においては、９９％輸入に頼り、また、

食料関係では、国内自給率が３９％と生活基

盤である衣食住はまさに外国依存でまかなわ

れていると言っても過言ではありません。特

に北海道では、冬期間の暖房用灯油等の値上

げは通常生活をも変えざるを得ない状況であ

ります。今後は、国内で生産可能なものに対

しては積極的に取り組む姿勢が必要だと思い

ます。 

 そこでお伺いいたしますが、今、各バイオ

関連の報道が多く目に入ります。農水省も新

年度予算に３２億円を計上し、バイオ燃料に

関する実証試験のモデル地区の選定を行うこ

とが示されていますが、美唄市としてこのこ

とに対し、何かアクションを起こしているの

か、また、これらの事業に対してどのような

対策を講じられようとしているのかお伺いを

いたします。 

 大綱２点目は、環境行政についてでありま

す。特に、ごみ、最終処分場についてであり

ますが、昨年４月から供用開始となり、計画

では１９年から平成３３年の１５ヵ年で処理

されると認識しております。 

 そこで１つ目は、計画時における年間の処

理量はどれ位で、この処理量に対するごみの

種類は、可燃、不燃を含めてのものですが、

これらの処理量がどうなっているのか、また、

現在までの処理量、実際の受け入れ態勢はど

れくらいになっているのか。 

 また、２つ目は平成１０年９月１０日に岩

見沢、美唄、三笠、夕張、月形、今は岩見沢

に合併している栗沢、北村の４市２町１村で

南空知地域ごみ処理広域化検討協議会が設立

されて以降、１０年が経過をしています。そ

の間、平成１７年第１回定例会の私の質問に

対し市長は可燃ごみの広域処理に対する検討

をしていると答弁をされております。その後、

その候補地はどのように検討が進められてい

るかお聞きをいたします。 

 大綱３点目は教育行政であります。２月の

初め、ショッキングなニュースが飛び込んで

まいりました。それは、中国産餃子に農薬が

混入しているという重大な問題です。全国で

大勢の被害が発生し、まさに人命を脅かすと

いう由々しき事態と言わざるを得ない事件で

す。このような報道の中で道内における学校

給食の食材で、マッシュルームが中国産でこ

れにも問題がある物質が含まれていました。

すでに給食で子供たちが食べた学校、また、

調理前で処分した学校等がありました。そこ

で、美唄市内の学校給食での対応について３

点お伺いします。 

 １つ目は冷凍食品で中国産の食材を昨年４

月以降使用していたかどうか。 

 ２つ目は、一般食材での輸入物、特に中国

産に限りどうなっているのか。 

 ３つ目は地元の食材について米も含めて年

間どれぐらいの利用率になっているのか。 

 この３点についての教育長のご答弁をお願
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いいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 小関議員のご質

問にお答えします。 

 初めに農業行政について、バイオ燃料につ

いてでありますが、バイオ燃料は、地球温暖

化の進行を防ぐほか、需給状況から生産を抑

制している農作物の作付けを確保することに

もつながる取り組みであると認識しておりま

す。 

 市と致しましては、今後実証モデルにつき

まして、他市町村の動向などの情報収集に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、環境行政について、南空知地域ごみ

処理広域化検討協議会の検討経過についてで

ありますが、これまでにも事務レベルの幹事

会で生ごみを含む可燃ごみについて、焼却施

設の規模、施設の設置場所、運営方法などに

ついて検討してきました。また、一昨年から

委託処理についても広域処理の一手法として

考えられることから、北海道とも協議しなが

ら、これまでの検討に加え、コスト、委託、

処理等の課題の整理を進めてきたところであ

ります。協議会としては市町村合併など広域

を取り巻く環境が大きく変化しており、現時

点では一定の方向性が定まっていない状況で

あります。なお、最終処分場につきましては、

市民部長から答弁させていただきます。 

●議長林 国夫君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 最終処分場につきま

しては、私から答弁させていただきます。 

 最終処分場についてでありますが、当初の

５年間は、可燃ごみ及び不燃ごみを含む埋立

計画となっておりますが、平成２４年度から

は、可燃ごみを除いた計画となっております。 

 最終処分場の計画時における埋立量につき

ましては、平成１９年度から２３年度までの

５年間は年間約１万３，６００立方メートル

で５年間では約６万８，０００立方メートル、

平成２４年度から１０年間は年間約３，７０

０立方メートルで１０年間で約３７，０００

立方メートル、合わせて約１０万５，０００

立方メートルとなっております。 

 平成１９年度におきましては本年２月末日

現在、可燃ごみが約５，２８４立方メートル、

不燃ごみが約４，９０４立方メートル、合わ

せて１万０，１８８立方メートルの埋立処分

を行っており、昨年１０月から実施した家庭

ごみの有料化前の多量に排出されたごみや想

定外の火災ごみがありましたが、計画を下回

る埋立量になるものと考えております。 

 また、平成１８年１０月から平成１９年２

月までと、有料化実施後の平成１９年１０月

から平成２０年２月までとを比較しますと、

可燃ごみで約２１％、不燃ごみで約２２％排

出量が減少しております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 小関議員のご

質問にお答えいたします。 

 初めに、中国産の冷凍食品についてであり

ますが、美唄市学校給食センターでは、食の

安全安心の観点から給食は手作りを基本とし

てきたところでございます。 

 また、食材につきましては、地元産・国内

産でありまして、１点目の中国産の調理済み

冷凍食品につきましては使用しておりません。 

 ２点目の中国産の一般食材につきましては、

キクラゲや、クラゲを使用しておりますが、
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納入する場合には業者に対し、これまでサル

モネラ菌等の調査検査表の添付を義務づけて

いるところでございます。 

 今後におきましては、現在問題となってお

りますことに対しましても十分注意をすると

ともに、地元産米や無・低農薬野菜など新鮮

な食材を活用し、安全で安心できる手作り給

食の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、地場産品の利用状況についてであり

ますが、平成１８年度の実績で申し上げます

と、米飯は美唄産の「ほしの夢」を１００％

市内農協から購入し、使用しているほか、野

菜類につきましても、端境期以外は地元産を

使用しており、主なものを申し上げますと、

アスパラは１００％、ほうれん草は７４％、

ジャガイモは５２％、大根は４０％の利用割

合で、全体使用量の約２６％となっていると

ころでございます。 

 いずれにいたしましても、地産地消の観点

から今後とも地元産品の利用に努めてまいり

たいと考えております。 

●議長林 国夫君 10 番、小関勝教議員。 

●10番小関勝教議員 それぞれ答弁いただき

ました。自席から何点か改めてお伺いしたい

と思います。 

 １つ目はバイオ関係なんですけれども、認

識はわかりました。実は、みずほ議員会で美

唄の基幹産業である農業に対して、現状の農

産物の価格低迷を打開しようと、そんなこと

を考えまして、昨年、実はこのバイオにかか

る部分の視察をさせていただきました。 

 特に多収量米におけるバイオエタノールの

実証試験を行っているという事で、東京にあ

ります「オエノンホールディングス」という

会社でございます。 

 この会社は、北海道で関係しているのは、

旭川の合同酒精、そして日本酒の北の誉、こ

れらがこの会社の配下に入っている主要会社

でございます。その酒の醸造技術を持ってい

ることから、米からバイオエタノールを抽出

することに成功したということで、この会社

は本年苫小牧東部に約４５億円の投資をかけ

てその施設を建設する。そして明年２１年か

ら操業を開始するということです。これで５

年間の試験をやるということで、最終年度に

は年間１．５万キロリットル、これぐらいの

バイオエタノールを製造する計画で本年から

するということです。 

 美唄市として、これらのバイオエタノール

に対して、国の事業について、どのような今

情報を持っているのか、まず１つ目お聞きし

たいと思います。 

 一方で当然米を収穫する段階、多収量米で

すから、量的には通常の４８０キロを超える

大きな収量になるということでございます。

特に新潟県で２ヶ所ほどこの多収量品種の栽

培を試験的に昨年から行って、約１トン取り

ですから、現在の米の約倍以上取れる、そう

いう多収量米の栽培試験が行われているとい

うことです。特にこれらの収量が仮に１トン

獲れたら、稲わらも当然収量に比例して１ト

ンの稲わらが排出されるということでござい

ます。当然稲わらにつきましては、現在約７

割がほ場等にすきこまれているということで、

この稲わらから、ほ場にすきこまれることに

よって、メタンガスが発生して CO２の発生濃

度が逆に増えるという関係がでています。こ
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れらの部分、逆にバイオエタノールで、これ

ら地球環境を守ろうという考え方をしている、

その部分に逆行する部分が出てくるわけです。

この段階で、この稲わらを使ってもバイオエ

タノールを製造する技術が今実施をされてい

るということです。この稲わら等、これらの

実証試験プラントについて、美唄市としてど

のような対応を検討しているのか、当然これ

らの報道等も聞いていると思いますので、こ

れらについて、再度お伺いをしたいと思いま

す。 

 ２つ目は、可燃ごみ関係なんですけれども、

今の答弁で生ごみを含めた可燃ごみが１万３，

６００立方メートル、こういうふうに言われ

ております。本来は計画に対して１年でも処

分場を長く持たせて費用対効果を高めること

が大切でないかなと私は思っていますが、こ

のことに対しても市長の考えを改めてお聞き

をしたいというふうに思います。 

 また、広域化検討会ですけれども、いまだ

に可燃ごみの処理施設に対する候補地の検討

が進んでいないということなんですけれども、

この際、この協議会自体も解体してですね美

唄市独自で可燃ごみの処理の検討をすべきで

ないかなと思っていますが、このことについ

てもお考えをお聞きをしたいなというふうに

思います。 

 それから３点目、給食費関係ですけれども、

輸入小麦の原料が今３０％以上値上がりが見

込まれています。現在給食食材からパン・麺

ばかりでなく、小麦を原料とした食材が多く

あると思います。今後これらの食材価格が学

校給食費に影響が懸念されるのではないかな

と思うんですが、このことについて教育長は

今後の給食費、これらについてどう考えてい

るのか、改めてお聞きをしたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 小関議員の質問に順序お

答えをいたします。 

 はじめに農業行政につきまして、バイオエ

タノールについてでありますが、市としては

稲わらなどのソフトセルロースから、効率的

にバイオエタノールを抽出できる技術につい

ての情報については承知してございます。 

 道内においては、「清水町」ではビート、小

麦を原料に、「苫小牧市」では、米を原料とし

たモデル実証事業が取り組まれております。

稲わらを利用した実証プラントにつきまして

は、今後農協などの関係団体等と連携を図り、

調査研究をしてまいりたいと考えております。 

 次に、南空知地域ごみ処理広域化検討協議

会についてでありますが、広域処理につきま

しては、これまで委託処理も含めていろいろ

な検討をしてきたところでありますが、構成

自治体の状況も大きく変化している中で、進

捗状況から判断して、当初の計画であります

平成２４年度からの広域処理は難しい状況と

なっておりますので、今後、費用対効果の視

点から自己処理方式を含めたさまざまな処理

方式につきまして早急に検討するとともに、

今後、協議会の議論を踏まえながら対応して

まいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 小関議員のご質問にお

答えをいたします。 

 学校給食費についてでありますけれども、

現在、学校給食センターにおけるパン用の小

麦粉や調理用の小麦粉は１００％道産麦を使
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用している状況にございます。輸入小麦価格

の高騰や原油価格の上昇、あるいはバイオ燃

料等への転換によります各種食材の価格高騰

している状況にございますけれども、また、

それに伴って、管内でも給食費の値上げとい

うものの一部の動きがございますけれども、

本市の給食費につきましては今後、そういっ

た原料費の価格等の高騰など、全体的な動向

を踏まえながら、給食費につきましては慎重

な対応をしてまいりたいと、このように考え

ております。以上でございます。 

●議長林 国夫君 10 番、小関勝教議員。 

●10番小関勝教議員  再三で申し訳ありま

せんけれども、もう２点ほどお聞きをしたい

と思います。 

 今市長の方から再質問の中で稲藁を利用し

た実証プラントについては今後、農協関係団

体等と連携をとって調査研究をしていくんだ

というご答弁でした。今、新聞報道等でもこ

の稲わらのバイオエタノール化、これについ

てはそれぞれ報道されております。特に空知

では深川、妹背牛、南幌、長沼等がこれらの

稲わらのバイオエタノール化に向けた国に対

してのバイオ燃料の事業申請を上げようと、

こんな話も実は聞いております。それぞれ各

地域がこの稲わら処理について真剣に考えて

いるということなんですね。 

 特に美唄市では水稲作付面積が４，４００

ヘクタールあると認識しております。この面

積から排出される稲わらの量は約２万２，０

００トンくらいになるのではないかなと、畜

産のえさ用に活用するとキロ当たり４０円前

後で販売が可能ですけれども、この地域では

天候が１週間持たないということで飼料用で

は水分が１０％以下に稲わらの場合しなけれ

ばいけない、こんな関係でなかなかえさに活

用する部分は難しいと。実は私も農協時代に

実証試験をやった経過があります。 

 今回、これらの稲わらを蒸していろいろな

形でバイオエタノールをとるということで、

決して水分を含んでいても、何ともないとい

うこともあります。これは当然ロールベーラ

ー等で巻き戻しをすれば箱物もいらないので、

それぞれのほ場での保管も可能だと、こんな

こともあります。仮にこれらをキロ２０円で

販売できたとしたら、逆に反当たり５００キ

ロの稲わらが採れるとすれば、約１万円の所

得増につながる、総体で４万４，０００ヘク

タールそれぞれ作付けをしているわけですか

ら、単純計算でも総体では農業所得が４億４，

０００万円の所得増につながると、こういう

ことにもなるわけでして、少しでも基幹産業

である農業の農業所得を高めていくためには、

種々な方法を真剣に行政としては取り組んで

いかなければならないのかなと、こんな思い

もしております。 

 特に国ではバイオ用の米の生産者に対して

助成措置を講じられると、このように聞いて

いますが、その助成額等についてどの程度見

込まれるのか、この辺についてお聞きをした

いなというふうに思います。 

 それから可燃ごみの関係なんですけれども、

先ほど市長の方からも、それぞれまた研究を

するという話でございました。現在、白老町

で可燃ごみから固形燃料を製造するバイオマ

ス燃料化施設の実証試験プラントが稼動を始

めています。これらについてもテレビや新聞

等で報道されているのでご承知かと思います
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が、特にこの施設から出る可燃ごみの９２％

が資源化できるというものです。 

 先ほども言いましたけれども、協議会が立

ち上がってから１０年、今まで何も検討され

てきていないというふうに私は思っています。

このごみ最終処分場、今の状況で処理をして

いくと、計画日数が大幅に前倒しになってし

まうのではないかなと、そんな懸念も個人的

には思っているわけですけれども、これらの

計画期間内に新たな処分場を確保していくこ

とにならないように、そうならないためにも

この生ごみを含めた可燃ごみの処理を考える

べきだと思っています。 

 改めてお聞きをしますが、この白老で今試

験プラントが操業されているということでご

ざいます。これらについて、美唄市としてバ

イオマスの燃料化施設の導入について検討さ

れる考え方があるのか、このことについて改

めて市長にお伺いをしたいというふうに思い

ます。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 小関議員のご質問にお答

えいたします。 

 はじめに、バイオ用米生産者に対する助成

措置についてでありますが、国は２０年産以

降の米生産調整として、バイオ燃料用などの

非主食用米の低コスト生産技術を確立しよう

とする農業者に対しまして、２０年産から３

年間の作付けをした場合、初年度限りの措置

としまして、１０アール当たり５万円の「緊

急一時金」を受け取ることが出来ることとな

っております。 

 いずれにいたしましても、これらにつきま

しても農協等と十分協議をしてまいりたいと

考えてございます。 

 次に、バイオマス燃料化施設についてであ

りますが、白老町の取り組みにつきましては、

職員を派遣し調査させておりますが、このシ

ステムは、生ごみを含む可燃ごみを燃焼させ

ることなく、高温の水蒸気と高圧処理によっ

て炭化させるものであり、粉末状の生成物は

土壌改良材として活用できるほか、固形燃料

（ＲＤＦ）としての利用が可能なもので製紙

工場に燃料として売却する考えと伺っており

ます。 

 このようなごみ処理方式は、ごみの減量化

やリサイクルの推進に有効な手法の一つと考

えていますので、今後十分調査研究してまい

りたいと考えております。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 16 番内馬場克康議員。 

●16 番内馬場克康議員（登壇） 平成２０年

第１回市議会定例会に当たり、大綱４点につ

いて市長並びに教育長に質問をいたします。 

 さきに発表されました政府の２月の月例経

済報告において、国内経済の景気基調判断と

して、景気はこのところ回復が緩やかになっ

ているとし、１年３ヶ月ぶりに下方修正をさ

れておりますが、その中で北海道の景況判断

は個人消費の延び悩み、特に食品や灯油、ガ

ソリンの値上げで、生活防衛意識の高まりが

見られるなどと合わせ、雇用情勢の厳しさか

ら、前回調査から２期連続で持ち直しの動き

に足踏みが見られるということで、地域別に

見た場合、全国最低の位置づけは変わらない

ものであります。 

 このような経済状況の中で道内各市町村に

おいては、それぞれ財政難などの問題を抱え、
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大変苦慮されておりますが、美唄市におきま

しても厳しい状況が続いており、一部企業の

倒産、廃業などもあり、さらには雇用関係の

改善もなかなか見られない状況です。以下、

具体的に質問をさせていただきます。 

 大綱１点目は桜井市政についてであります。

市長は市民への公約として「生き活き美唄」

を目指し、３つの政策を柱のもとに、１つに

は、「生き活きとした人づくり」として「美唄

らしい福祉を目指す」など４項目、１０の具

体的事業、２つには、生き活きとした街づく

りとして、「食の駅」、「道の駅」と「美唄ブラ

ンド」を作るなど４項目１２の事業、３つに

は、「生き活き美唄の土台づくり」として「無

駄な経費の削減」など４項目８つの事業を掲

げるとともに、緊急の課題として地域医療問

題を掲げられ、大きく市民の期待のもとに桜

井市政が誕生したものであります。 

 この間、長引く不況により、市長が思う行

政の推進には大変難しいものがあったと思わ

れます。以下、具体的にお伺いをいたします。 

 その１つは市政の執行についてであります

が、市長は就任以来３年６ヶ月を経過しよう

としていますが、この間、財政問題を始め、

医師不足による市立病院の経営など厳しい経

済情勢の中にあって市政の舵取りをされてき

ましたが、この３年６ヶ月を振り返って率直

に感じられることについてお伺いをいたした

いと思います。 

 ２つには市長公約の総括についてでありま

すが、生き活きとした未来の実現に向けて、

前段申し上げた公約を掲げておりますが、厳

しい環境の中で、公約の実現についてどのよ

うに総括をされているのかお伺いをいたした

いと思います。 

 ３つ目は、２期目に向けての姿勢について

でありますが、市長の１期目の任期も残すと

ころ約半年間となりましたが、市長の公約は

中長期にわたるものが多く、当然、引き続き

政権を担当されるものと思いますが、平成２

０年の市長の市政執行方針の結びとして、「直

面している現実を直視して、大きな時代の荒

波に耐え、幾多の試練があろうとも、情熱を

持って個性と活力あるふるさとづくりに全力

で臨む」との決意を述べられておりますので、

改めてお聞きするまでもないかと思いますが、

２期目に向けてのお考えについてお伺いいた

したいと思います。 

 大綱２点目は、市の組織機構についてであ

ります。美唄市の将来人口について、２１世

紀まちづくりプランの中では、平成１７年国

勢調査による速報値の減少傾向により、平成

２２年には２万８，０００人になると予想さ

れることから、このための方策として、交流

人口の増加によるまちの活性化に努めると共

に、定住策、雇用増への対策について、積極

的に取り組みを進め、将来人口を基本構想と

同様に３万１，０００人と想定したまちづく

りを進めることになっておりますが、昨年１

２月末の人口は、２万７，９３２人と予測よ

りも早く、２万８，０００人を割り、さらに

減少傾向が続いている中で、人口規模、財政

規模に見合った行政組織のあり方が必要と思

われますので、以下お伺いをいたします。 

 その１つは組織機構のあり方についてであ

りますが、最近、総体的に行政組織のあり方

について、検討されたことがあるのかどうな

のか。また、あったとすれば検討されたその
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内容等についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 ２つ目は、部制の検討についてであります

が、部制については、現在、市長一般部局は

６部であり、加えて市立美唄病院、議会、教

育委員会、消防本部の１０部局がありますが、

最近では経済部を分割し、農政部と商工交流

部を新設したほか、建設部と水道部を統合し、

都市整備部を新規設置した改正はあるものの、

基本的には大きく長期間変わっていないもの

と認識しております。 

 また、前段申し上げたように少子高齢化に

よる人口の減少など、社会情勢は極めて厳し

い状況が続いている中で、市長は職員の削減

についても平成３２年までに１００名を削減

すると言われており、この状況の中で現在の

体制である部制が必要なのかどうなのか。部

制の縮小あるいは廃止の時期にもきているよ

うな気がいたしますが、この点、どのように

考えておられるのか、お考えお聞きしたいと

思います。 

 また、参考までに本市において部制がひか

れたのはいつごろからか、その時期と人口、

職員数についてもお知らせいただきたいと思

います。 

 ３つ目は、大課制とグループ性の導入につ

いてでありますが、初めに市の取り組みを進

めてきた以下の事項についてお聞きをいたし

ます。 

 ①といたしまして、グループ制あるいはス

タッフ制の経過と状況についてでありますが、

グループ制については、平成１５年議会の市

町村合併調査特別委員会の資料において、小

さな市役所を目指すための基本方向として、

部制の縮小ととともにグループ制の導入が記

載されており、導入に当たっては、総務部、

教育委員会、水道、消防、監査事務局の職員

で、行政組織検討委員会を設け、グループ制

の導入に向けて検討すると共に、平成１６年

度から一部試行を行うとの考えが示されてお

りましたが、このグループ制はその後どのよ

うな形で推移されているかお伺いをいたしま

す。 

 また、従来型の組織体制からスタッフ制を

取り入れている自治体が多くなっているとの

ことでありましたが、美唄市における取り組

みはどのようになっているのかお伺いいたし

ます。 

 ２つ目は、職員の地域担当制についてであ

りますが、職員の本来業務とは別に、割り当

てられた地域の住民から直接、地域の課題や

要望をくみ取り、職員が地域に入り、住民自

治や協働の取り組みを促進するというモデル

的な取り組みを今年度から実施されていると

聞いておりますが、今どのような形になって

いるのかお伺いをいたします。 

 大綱３点には、環境管理システムについて

でありますが、地球環境の悪化が懸念されて

いる状況の中で、地球温暖化防止のために世

界が協力していく枠組みである京都議定書が

平成１７年２月１６日に発効され、今年から

約束の期間がスタートしたところであります

が、この間、各国においてそれぞれ環境の負

荷に取り組みを進められておりますが、ＣＯ２

を初めとする温暖化ガス排出量は年々増加を

しており、その削減は世界的にも喫緊の課題

と言われております。数値目標達成には相当

の難しさもあり、環境を保全していくことは
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決して容易なことではないと思います。 

 私は平成１２年第１回定例会において、本

市においても環境の負荷を軽減し、合わせて

環境に対する意識の高揚、経費の節減にもつ

ながる環境策の一つとして有効であると言わ

れているＩＳＯ１４０００の認証について、

市役所が取得をし、市が率先して環境保全に

努めるべきではないかと質問をいたしました。 

 その後も機会あるごとにＩＳＯについての

話をさせていただいておりますが、平成１５

年第４回定例会の中では、ＩＳＯの認証取得

に変わる新たな環境管理システムとして、自

治体が取り組み易い環境管理システムの環境

自治体スタンダードの導入について、十分検

討するとの答弁が前井坂市長のときにありま

した。 

 これに基づきまして、この経過を踏まえて

その後の状況について平成１７年第２回定例

会において、桜井市長にお伺いをしておりま

すが、市長は環境システムの導入について、

ＩＳＯや環境自治体スタンダードについて検

討してきたが、いずれも組織体制、費用など

において財政負担を伴い、一定の期間を必要

とすることから、これらのシステムを早急に

導入することは難しいと考えており、今後は

庁内に設置した環境マネジメントシステム検

討委員会において環境負荷、低減に向けた取

り組みを進め、その中でＩＳＯも参考にしな

がら、本市の実態に即した対象項目や、目標

値を定めて実施結果に対する再評価の検討を

行いながら、実施してまいりたいと考えてお

り、こうした取り組みの中で、環境負荷の低

減と経費の節約がなされるものと考えている

との答弁でありました。 

 私は、以前の質問時に北海道庁の例を話い

たしましたが、北海道庁におきましては平成

１２年にＩＳＯの認証取得をし、認証以前の

平成１０年度と比較をすると、電気・ガス・

ガソリンの使用による二酸化炭素ＣＯ２の量

を１２．５％減らしたと、さらに、電気代な

どの経費は２億円節約できたというお話があ

りました。また、認証取得後の３年間に経費

の削減は４億８，０００万円というお話もご

ざいました。その後の数字は押さえてござい

ませんけれども、その時にＩＳＯの認証取得

は環境への配慮もさることながら、一番大き

なのは、経費の節減につながってくるという

ことで、この点を十分承知していただきたい

とのコメントを、北海道として新聞紙上に発

表されたところであります。 

 また、本年７月には、北海道で開催される

主要国首脳会議、洞爺湖サミットにおいて、

地球温暖化防止が主要課題の１つになってお

り、この機会でありますので改めて美唄市と

しての環境管理に対する取り組みについて、

お伺いをいたしたいと思います。 

 その１つは、環境に対する基本的な考え方

についてでありますが、美唄２１世紀まちづ

くりプランの中でも、重点施策の中に環境の

まちづくりのための重点施策として、環境問

題は市民一人ひとりが自覚と行動を積み重ね

ていくことが大切であり、環境負荷のかから

ない生活様式への転換や、貴重な自然環境を

守っていくことが重要であることから、次の

施策を進めるとのことで、１つには循環型社

会の構築、２つには雪の冷熱エネルギーの活

用、３つには宮島沼の健全活用となっており、

市長は環境をまちづくりの１つのキーワード
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として取り組みを進めておりますが、改めて

環境に対する基本的な考え方についてお伺い

をいたします。 

 その２つは、環境マネジメントシステム検

討委員会についてでありますが、①といたし

まして、検討委員会の構成及び検討状況につ

いて、その内容についてお伺いをいたします。 

 ２つ目は環境の負荷低減に向けた政策と取

り組み内容について、お聞かせをいただきた

いと思います。 

 大きく３つ目といたしまして、環境自治体

会議についてでありますが、①といたしまし

て、環境自治体スタンダードＬＡＳ－Ｅつい

てお伺いをいたします。 

 環境自治体会議は環境政策推進や環境に関

するネットワーク作りを目的として平成４年

に発足をし、平成１９年１０月現在６０の自

治体が加盟をしており、現在自治体会議の中

でＬＡＳ－Ｅの計画を策定し、ＮＰＯ法人環

境自治体会議政策研究所が事務局として、運

営管理をしていると聞いておりますが、この

機関についてどのように理解されているのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 合わせて環境自治体スタンダードＬＡＳ－

Ｅについてどのように見識を持っておられる

のかお伺いをいたしたいと思います。 

 大綱４点目は教育長にお尋ねをいたします。

公立高校配置計画についてでありますが、平

成１９年９月、北海道教育委員会においては

公立高等学校配置計画を策定し、高等学校進

学希望者に見合った定員を確保することを基

本とし、平成２０年度から２２年度までの配

置計画と、２３年度以降２６年度までの見通

しを示していると聞いておりますが、美唄市

における美唄高校、美唄聖華高校、美唄工業

高校の３校の動向についてお伺いをいたしま

す。 

 その１つといたしまして、配置計画の概要

についてどのような内容になっているのかお

知らせをいただきたいと思います。 

 ２つ目といたしまして、空知南学区高校配

置計画についてでありますが、平成２０年以

降の位置づけが示されていると思いますので、

市内３校の内容について学科名及び平成２０

年度の募集人員に対する出願者数についても

お聞かせをいただきたいと思います。 

 ３つ目は、美唄市高校問題対策協議会につ

いて、お尋ねをいたします。この内容及び活

動状況についてお聞かせをいただきたいと思

います。 

 ４つ目は、美唄工業高校についてでありま

す。生徒数の減少によりまして、建築科が平

成２２年度で募集停止と聞いておりますが、

現状維持に向けた取り組みについて、どのよ

うに取り進められようと考えておられるのか

お聞かせをいただきたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 内馬場議員の質

問にお答えいたします。 

 はじめに市政の執行についてでありますが、

私が市長に就任して以来、都市環境づくりに

一定の目途をつけるとともに「福祉」「環境」

「交流」そして「経済振興」を重点とした活

力があり、市民の皆さんが安心して暮らせる

まちの実現に向け、全力で取り組んで参りま

した。しかし、この間、国の三位一体の改革

や、農政改革、医療制度改革が進められ、本

市を取り巻く状況は大きく変化し、新たな課
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題が山積してきております。 

 私はこれまでの経験から権限・財源を含め、

地方自治が成り立つ仕組みを、早急に確立し

なければならないと強く感じております。 

 また、困難なときであるからこそ、市民の

皆さんと心をひとつにして、個性と活力ある

ふるさとづくりに全力で望んでまいりたいと

考えております。 

 次に、私の公約についてでありますが、市

長選の際、お示しした私の公約、３１項目の

うち、すでに実施したもの及び実施中のもと

しては、「生活安全条例の制定」「ブックスタ

ートの実施」など１２項目となっております。 

 また、一部実施中あるいは国に対して要望

中のものについては、「カムバック美唄運動の

受け入れ体制づくり」「大規模食糧備蓄基地の

誘致」など１３項目あり、今定例会でご提案

しているものとして、「美しきまちづくり条

例」「医療費助成の充実」があります。 

 また、「行政協力隊」については「美しきま

ち作りサポーター制度」として、制度化を予

定しており、平成２０年度には、全体の項目

数の９割に着手することになりますが、着手

できていない項目が残っており、「食の駅」に

ついてもまだ実現には至っていないことから

今後、厳しい財政状況を踏まえながら、さら

に検討を加え、可能な限りその実現に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、私の今後の市政についてであります

が、本年９月末までが私の任期となっており、

それまでの間、市長として当面する課題の解

決に向け、全力を挙げて取り組んでいく所存

であります。 

 次に、市の組織機構のあり方についてであ

りますが、行政運営に当たっては、常に自治

体の規模に見合ったものとなるよう、組織及

び運営の合理化が求められており、これまで

自立推進計画に基づく事務事業の見直しや施

設の統廃合、指定管理者の導入、民間委託な

どの行政改革を進め、職員数を削減する中で、

多様化する事務及び行政課題に対応する効率

的・効果的な組織体制づくりに努めていると

ころであります。 

 次に、部制についてでありますが、部制は

多様化する行政サービスや事務事業を迅速に

進めるほか、所管する部門ごとの基本方針・

重点政策等を定め、庁議での意思決定や全庁

的な総合調整を円滑に進めることを主な目的

として導入しております。 

 今後においても、定員の適正化を図ると共

に、限られた人的資源を最大限に活かすこと

ができる、より効率的・効果的な組織体制づ

くりに努めながら、部制を継続していきたい

と考えております。 

 なお、本市の組織において部制を導入した

のは昭和４８年度で、当時の人口は３月３１

日現在４万０，６２２人、職員数は、４月１

日現在で７２９人でありました。 

 また、当時の市長一般部局では、総務部、

民生部、経済部、建設部の４部体制となって

おります。 

 次にグループ制の導入についてであります

が、平成１５年１０月にグループ制導入に向

けて、行政組織検討会を設け、先進事例など

の調査研究を行い、平成１９年度から地域経

営室で試行しております。 

 今後、全庁的な導入に当たっては、職員の

理解を得ることが重要であることから、若手
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職員を中心とする検討組織を設置し、グルー

プのあり方や事務配分、効果などについて十

分に検証・検討してまいりたいと考えており

ます。 

 また、スタッフ制につきましては、本市に

おいても、これまでと同様に特定課題に対応

する職員の配置を行っているところでありま

す。 

 次に、職員の地域担当制についてでありま

すが、昨年８月にモデル地区となる３つの町

内会を選定し、地域の課題の確認や課題を解

決する取り組みに関して協議してまいりまし

た。 

 現在、３つのモデル地区それぞれで、今後

行う具体的な活動内容を整理し、可能なもの

から随時取り組んでいただけるよう準備を進

めているところであります。 

 具体的な活動内容といたしましては、防犯

活動や子供たちの交流活動などが挙げられて

おり、その自主的な取り組みに対して、「地域

応援チーム」が必要な情報提供や関係機関・

団体とのコーディネイトなどで応援し、地域

の皆さんと職員が一緒に課題解決に当たって

いく仕組みを築いてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、本年夏頃にはモデル地区における活

動内容を検証した上で、全地区に導入してま

いりたいと考えております。 

 次に、環境管理システムについて、環境に

対する基本的な考え方についてでありますが、

「環境」は健康で文化的な生活を営む上で欠

くことのできないものであり、本市の豊かな

自然環境を保全し、これを次代へ引き継ぐと

共に、人と自然とが共生できる社会を実現す

ることが私たちの使命であると考えておりま

す。 

 このため、市や市民の皆さん、そして事業

者の皆さんが、それぞれの役割を自覚し、協

働により、環境の保全に取り組むことで、環

境への負荷の少ない循環型社会の実現を目指

していかなければならないと考えており、今

議会において「美しきまちづくり条例」をご

提案したところでございます。 

 次に、環境マネジメントシステム検討委員

会についてでありますが、平成１８年に環境

課、総務課、契約管財課の職員で構成し、美

唄市の事務事業における温室効果ガスを把握

するため、同年４月「エコオフィス美唄２０

０６」を策定し、本庁舎を初め、各所属が所

管する施設の温室効果ガスの把握に努めてま

いりました。 

 平成１９年度には、関係各部の係長職など

１６名からなる「美唄市地球温暖化対策庁内

推進会議」を設置し、ＣＯ２削減の具体的な数

値目標を設定し、実行するための具体的な取

り組みをまとめた、「美唄市地球温暖化対策実

行計画」の素案を取りまとめ、平成２０年度

の実施に向けて準備を進めているところでご

ざいます。 

 次に、具体的な取り組み内容についてであ

りますが、平成２０年度から平成２４年度ま

での５カ年で、市の対象施設から排出される

ＣＯ２の温室効果ガスの総量１２．１％を削減

する計画で、光熱水費の削減や廃棄物の減

量・リサイクルの推進、職員の環境保全意識

の高揚などの取り組みにより、環境負荷を低

減させようとするものでございます。 

 次に、環境自治体会議についてであります
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が、この会議には、規模も地域性も異なるさ

まざまな自治体が参加しており、その共通す

る目標として、自治体環境政策の推進、環境

に関する情報ネットワークづくり、環境事業

の推進、社会的アピールの場の創出を掲げ、

積極的な活動を行っていると承知しておりま

す。 

 次に環境自治体スタンダード、ＬＡＳ－Ｅ

についてでありますが、環境配慮や環境政策

に取り組むための仕組みを、自治体が確立・

運用し、その取り組み内容が環境自治体とし

てふさわしいかどうかをチェックするための

基準であり、環境マネジメントの一つの手法

であります。 

 特徴としては、ＩＳＯと異なり、環境マネ

ジメントシステムの手続きを問うのではなく、

共通実施項目で定められている取り組みを実

施しているかどうかが問われるものでありま

す。 

 また、文書類の作成に要する労力が軽減で

きるほか、市民参加による環境意識の向上や、

温暖化防止実行計画、環境基本計画や事務事

業評価と連動したシステムを構築することも

可能であり、経費面でもＩＳＯの認証取得費

に比べ少ないと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 内馬場議員の

ご質問にお答えいたします。 

 初めに、北海道教育委員会の公立高等学校

配置計画の概要についてでありますが、これ

は、これからの中学校卒業者数の状況を踏ま

え、生徒の多様な個性、進路動向などに対応

した学校・学科の配置や規模の適正化を図ろ

うとするものであり、平成２０年度から２２

年度までの高校配置の計画を策定すると共に、

平成２３年から平成２６年度までの見通しを

示したものでございます。 

 次に、空知南学区高校配置計画についてで

ありますが、本市の高校配置計画につきまし

ては、平成２２年に美唄工業高校の建築科を

募集停止とし、３学科から２学科編成するこ

ととなっております。また、平成２３年度以

降の見通しにおいて、職業学科についての再

編や新しいタイプの高校の設置を含めた検討

が必要であるとされております。 

 なお、１学年３学級以下につきましては、

原則、再編の対象としておりますが、看護ま

たは農業学科を置く高校につきましては、北

海道教育委員会が示した「新たな高校教育に

関する指針」で、１学年２学級であっても１

学年全体の在籍者が４０人以下とならない限

り、再編整備の対象とはしないこととされて

おります。 

 次に、市内高校の平成２０年２月末現在の

推薦入学決定者を含めた出願状況についてで

ありますが、美唄高校については、普通科は

定員８０人に対し４２名、食品システム科は

定員４０人に対し２５名、情報ビジネス科は

定員４０人に対し２４名、生活デザイン科は

定員４０人に対し１３名となっております。

美唄工業高校につきましては、電子機械科は

定員４０人に対し３６名、電気システム化は

定員４０人に対２１名、建築科は定員４０人

に対し８名となっており、美唄聖華高校は衛

生看護科で定員８０人に対し９４名となって

おります。 

 次に、美唄市高校問題等対策協議会につい

てでありますが、本協議会につきましては、
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美唄市長を会長とし、市議会議長、中学校・

高校の校長、市ＰＴＡ連合会等の関係団体の

代表者により、１５名の委員で構成され、市

内の高校のあり方について協議するために設

置されたものでございます。 

 これまで市内高校の間口削減などの計画に

対し、地元の考え方、意見、要望などを取り

まとめ、北海道教育委員会や関係部局に申し

入れ等を行ってきたところであります。 

 次に、美唄工業高校についてでありますが、

美唄工業高校の現状維持に向けた取り組みに

つきましては、学校としては市内・管内の各

中学校中心に学校説明会やものづくり教室、

出前授業を行うと共に、同窓会、ＰＴＡも一

丸となって学校のＰＲなどに取り組んでいる

ところでございます。 

 教育委員会といたしましても、市内の高校

と中学校の進路指導等担当者の意見交換の機

会を設けたり、地元高校への関心を深めてい

ただくため、市内高校の特色ある教育活動を

広報メロディに折り込むなど、生徒確保のた

めに高校等と連携を図り、現状維持に向けて

の取り組みを図ってきたところでございます。 

●議長林 国夫君 16 番、内馬場克康議員。 

●16番内馬場克康議員 再質問を若干させて

いただきます。 

 はじめに市長公約の総括についてでござい

ますが、ただいまお聞きしたところ、公約の

９割については着手をしているということで

あり、着実に公約について取り組みが進めら

れているということが分かりました。 

 いずれにいたしましても、公約の実現に当

たってはですね、市民の合意を得る分も多々

あろうかと思いますし、また、さらには市民

の協力を得ながら進めていかなければならな

いものはたくさんある、このように考えてご

ざいます。その辺を十分掌握されながら今後

ともひとつ公約の実現に頑張っていただきた

いとこのように考えております。 

 そこでひとつお伺いいたしますが、市長公

約の中で、市長の最大と言っていいかどうか

わかりませんけれども、公約の一つの目玉と

なってございます食の駅の事業について若干

お伺いをいたします。 

 食の駅の構想目的としては、本市の優れた

農産物などの食や地域資源を活用した交流促

進、あるいは農業の振興を行い、まち全体の

活性化を目的として進めるということでござ

います。今、食の駅の候補地としては、茶志

内地区という形で、また、茶志内小学校跡地

を予定して作る時期については、後期まちづ

くりの中で建設を目指すというようなお話で

ございます。 

 この食の駅の構想は、市長の目玉公約でご

ざいますから、私どもは決して否定をするも

のではございません。しかしながら、先に商

工会議所から意見書による時期尚早のお話も

ありました。また、市民の間では、今の財政

状況とか市立病院の経営問題等を考えた場合

に、現状では食の駅に対する意見として、そ

れぞれ市民が言われることを考えますと、な

かなか全体的には同意が得られないのではな

いかと、このような気がいたします。 

 従いましていま少し長期的に食の駅につい

ては考えていく必要があるのではないかとい

う気がいたします。また、建設するとした場

合に逆に言えば経費の節約を考えて、中途半

端なものを作ってしまうと後々禍根を残す、
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どうしてもやると言うのであれば、やはり資

金投資は思い切ってやって、後々その投資効

果が最大得られるようなものを作らなければ

ならないだろうと。お金のことを考えて中途

半端なことをやってしまうと、後々後悔する

場面が出てくるのではないかと、このような

気がいたしますので、今現在では市民の同意

を得られないのではないかということが１つ

と、もう少し長期的に考えてやるとすれば、

最大効果の上がるものをやってほしいと、こ

のように考えるところでございます。 

 新年度は引き続きですね、基本構想の策定

に努めるということでございますし、いずれ

にいたしましても着手するとすれば、これは

やっぱり最終的には市民の同意を得る必要が

あるだろうということで、今後、やはり地域

懇談会なり、市民アンケートなりによりまし

て、市長がどうしても目玉公約を実現する場

合には、十分説明をして理解を得て、市民合

意の上で取り組むべきではないかと、このよ

うに考えますのでその辺を含めてご答弁をい

ただきたいと思います。 

 それから２期目へ向けての市政についてで

ありますけれども、ただいま市長は９月まで

の任期中は、当面する課題の解決に向けて全

力で取り組んでまいりたいということが示さ

れました。その中でその後のことについては、

お答えがありませんでしたが、私どもにはや

はり市長を支持する市民の方々から、やはり

市長は２期目へ向けて、いつどういう形で姿

勢を示すのかというお話もございますし、ま

た、私ども議員だということで、議会での立

場もそういう立場を作る必要があるのではな

いかというお話も聞くところでございます。 

 しかしながら、これはあくまでも市長個人

のことでございますから、私たちが余計なこ

とを言うよりも後援会なり今後、いろんな場

面を考えて何らかの記者会見なりそういう場

面で発表するのかなと、このように思います

が、これは市長の考えですから、私どもがど

うすれということにはならないと思います。

これはこれで結構だと思います。 

 それから大きく２つ目の行政組織について

でありますが、部制の検討についてでありま

す。現行の部制の中では、部があって、課が

あって、係があってという形で行政組織がで

きてございます。その中で課長職がどちらか

というと、中間管理職になってしまっている

という形で、思い切った自分の考え、行動力

というものを十分に発揮できない状態ではな

いかと、このように考えるところでございま

す。 

 したがいまして、部制を廃止することによ

りましてそれぞれ課長が責任を持って行政を

推進していくのではないかと、このようにも

考えるわけでもございます。したがって部制

を継続するというのであれば今後、部制を縮

小して少ない部でやっていくか、できれば私

は、この際思い切って部の廃止等についても

検討を進めていくべきと、このように考えま

すのでお答え願います。 

 それから、大課制とグループ制の導入につ

いてでございますけれども、厳しい財政状況

の中で今市の職員については、あまりいいこ

とがないという部分では、昇給を抑えられた

り、手当てを抑えられたり、また、あらゆる

面で規制が非常に多いという部分で、本当に

時代が変わってきましてですね、大変な時代
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で職員は頑張っておられるように考えます。 

 また、行政事務も時代の変革に合わせて、

非常に多様化してきているという事で、市民

のニーズも大きく変わってきてございますし、

これらに対して柔軟な態度でもって、それぞ

れ対応していかなければならない、本当に大

変なことだとこのように考えるところでござ

います。こういうときこそやはり課長の判断

力と決断力というものによってですね、弾力

的に機能的に応用がきくようなグループ制を

設けてですね、課長の権限、それぞれ仕事を

する課長の立場でもって、その仕事に対して

のグループを編成しながら行政事務を進めて

いくことが一番効率的ではないかとこういう

ふうに考えるわけでございます。 

 従いまして一部検討されてきた経過もござ

いますけれども、この際、そういうものに踏

み切っていってはどうかとそのように考えま

すので再度お伺いしたいと思います。 

 それから、環境自治体ＬＡＳ-Ｅについてで

ございますが、以下ＬＡＳ-Ｅと言わせていた

だきますが、ＬＡＳ-Ｅの運用状況といたしま

しては、平成１５年に制定されまして、現在

全国で１０市町村が運用されているというこ

とで、調査をいたしましたところ、人口規模

で見ますと、７，０００人の村から５６万人

の都市部までいろいろで、人口動態について

はそれぞれ違いますけれども、本年度新しく

秋田県の大潟村が運用の適用を廃止するとい

う話も聞いてございます。 

 この１０市町村の中ではですね、規模は非

常に大きいんですけれども東京都の八王子市

が、平成１８年１２月１日よりＬＡＳ-Ｅの運

用を開始したということで、非常にその環境

マネジメントシステムについて、先進的な取

り組みをされているというお話をお聞きいた

しました。 

 私どもの会派研修という形で、これから環

境問題は、多くの位置を占めていくだろうと、

最終的には市の無駄な経費の節減につながる

ということをテーマといたしまして、会派で

規模は大きすぎて大変なんですけれども、東

京の八王子市へお願いしたところ、快くお受

けいただくという話がございまして２月に訪

問をいたしまして、ＬＡＳ-Ｅについて勉強を

させていただきました。その中では、私ども

ＩＳＯとの関係についても、お尋ねいたしま

したが、ＬＡＳ-Ｅを取り組むに当たって当初、

ＩＳＯ等との比較も十分したという形で、そ

の中ではＩＳＯと比べると費用の面で比較的

に安く上がるということもありますし、後々

の文書管理についても非常に少ないと、また、

仕事量も少ないという形からＬＡＳ-Ｅを選

択されたと。こういうことでございました。 

 取り組みに当たってのご苦労をお聞きした

訳でございますけれども、ＬＡＳ-Ｅの取り組

みに当たっては、特にプロジェクトとか、そ

ういうものを作ってやったわけではないと、

通常業務の環境衛生を扱う担当部局の中で、

担当者がこれを進めたというお話でございま

した。 

 このＬＡＳ-Ｅの一番特徴的なことはとい

うことでお話があったんですが、これは市民

参加の仕組みを取り入れるという事で、市民

自治を環境面から実現できることが何よりも

大きいということで、最終的にはもちろん、

それに伴っての環境負荷もあり得ると、もち

ろんのことでございますし、最終的に一番大
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きく思っているのは行政経費の節減に貢献で

きるということだというお話がございました。

それで、私どもも現場も、実際に実践されて

いる現場も見てきました。 

 したがいまして、私どもの勉強の範囲で、

そんなに難しいと思いませんし、先ほど市が

取り組んでいるお話もございましたけれども、

美唄市におきましても、企画に沿ったＬＡＳ-

Ｅというものに取り組まれた方が、一番いい

のではないかという気がするものですから、

再度この辺お伺いいたしたいと思います。 

 それから、教育長にお尋ねをいたしますが、

公立高校の配置計画についてでございますけ

れども、その一つは、美唄市高校問題等対策

協議会についてでございますけれども、協議

会の中に平成１９年に検討委員会を設置され

たと聞いてございます。したがいまして、検

討委員会がどういう形で構成されているのか

ということと合わせて、その内容と今日まで

の活動状況についてお伺いをいたしたいと思

います。 

 次に、美唄工業高校についてお尋ねをいた

します。美唄工業の建築科間口の件について

は、これが減少されると、将来美唄工業高校

の廃校にもつながるのではないかというお話

もございます。従いまして、美工同窓会ある

いは学校、ＰＴＡと一体となって学校の維持

に取り組み、教育委員会を初め、関係方面へ

要望陳情を申し上げているようでございます。 

 また、最近で見ますと美工の建築科につき

ましては、新聞紙上等に載っているところで

ございますけれども、道などの主催による高

校生、建築科デザインコンクール等において

最優秀作品に選ばれ、留萌管内羽幌町の留萌

農業改良普及センター庁舎に活用されるとか、

先にはですね、野幌自然公園内の自然ふれあ

い交流館をテーマに、最優秀作品賞に輝いて

いるとのことであります。 

 また、建築科ではございませんけれども、

電動台車の発明大賞による全国産業教育フェ

アへの出展、ロボット競技による全国大会の

出場、登山のクライミング等において全国に

美唄市を発信しているもので、この功績は美

唄市にとって大きなものと考えてございます

し、私どものまちづくりにも大きく影響して

いるものと思われます。これらを考えた場合

に、教育委員会としての今後の対応について

どのように対応されていくのか改めてお伺い

いたしたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 内馬場議員のご質問にお

答えいたします。 

 私の公約についてでありますが、「食の駅」

につきましては、農業の振興はもとより、本

市の経済振興や地域資源を活用した交流人口

の増加により、まち全体の活性化につなげる

重要な施策と考えております。今後、引き続

き、「食の駅基本構想」市民検討委員会からの

ご意見等を踏まえ、農協や商工団体とも連携

協力しながら、さらにさまざまな検討を行い、

市民の皆さんの理解が得られるよう、基本構

想の策定に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 また、今年度から取り組んでおります、「地

域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」との連携や、

既存施設の有効利用などによりまして、最大

の効果が得られるよう、十分に検討してまい

ります。 
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 次に、今後の私の姿勢についてであります

が、私といたしましては、市立病院の再編な

ど直面している課題に、今全力を挙げて取り

組まなければならないと考えております。こ

れらの課題を見極めた中で、今後判断をして

まいりたいと考えております。いずれにいた

しましても、この困難なときであるからこそ、

市民の皆さんと心を一つにして、個性と活力

あるふるさと作りに全力を挙げて臨んでまい

りたいと考えております。 

 次に、部制についてでありますが、現在、

部制の廃止は考えておりませんが、今後とも

小さな市役所作りの視点で組織・機構のあり

方を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、グループ制の導入についてでありま

すが、限られた人的資源を最大限に生かして

いくためには、職員力を高める人材育成と合

わせて、より柔軟で効率的な組織体制が求め

られることから、庁内検討組織を設けグルー

プや事務配分のあり方などを研究・検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、環境自治体スタンダードについてで

ありますが、ＩＳＯに比べ、自治体が比較的

取り組みやすい環境マネジメントシステムで

あると認識しております。 

 また、環境自治体会議が「環境自治体」の

必要条件として提案している内容としまして

は、一つには環境優先や持続的発展の考え方

を取り入れた政策があらゆる分野で実施され、

二つ目には政策が体系化され、その評価・見

直しの仕組みが取り入れられ、三つ目には市

民主導により政策が実行される自治体となっ

ております。市といたしましては、現在進め

ております「美唄市地球温暖化対策実行計画」

と共通する部分もございますことから、ＬＡ

Ｓ-Ｅを参考にしながら、環境負荷の低減や行

政経費の節減に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 内馬場議員のご質問に

お答えを申し上げます。 

 はじめに、美唄市高校問題等対策協議会、

検討委員会についてでありますが、この委員

会はこれまでの北海道教育委員会の高校配置

の考え方や、減少が続く中学校卒業者、また、

それに伴う市内高校の欠員状況を踏まえ、市

内の高校のあり方を検討するため、昨年６月

２５日に設置したものでございます。検討委

員会は教育委員会の委員長、市内高校の各校

長及びＰＴＡ代表などの７名で構成しており

まして、これまで９回の会議を開催し、市内

高校の現況の把握、美唄工業高校の建築科の

学級減の対応、また、多様なニーズに対応し

た望ましい高校の配置など、市内高校の今後

のあり方についてさまざまな角度から議論を

行ったところでございます。 

 なお、検討委員会での議論経過、議論をし

た内容などについては、今月でございますけ

れども、３月末に協議会に報告をすることを

考えているところでございます。 

 次に、今後の美唄工業高校の対応につきま

しては、本校は南空知で唯一の工業高校とし

て、ものづくりに関心のある生徒を育成し、

技術や資格が取得できるよう専門的な教育を

推進しているものでございます。しかし、中

学校卒業者の減少や平成２０年の出願者数を

踏まえますと、現状維持することは、非常に

難しい状況であると考えているところであり
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ます。 

 教育委員会といたしましては、検討委員会

での議論・検討した内容について、協議会の

ご意見などを伺い、また、北海道教育委員会

の職業学科の配置の考え方についても示して

頂きながら、当校を含め、今後の市内高校の

あり方について検討してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

●議長林 国夫君 16 番、内馬場克康議員。

●16番内馬場克康議員 ２点ほど再々質問を

させていただきます。 

 しつこいようですけれども、環境管理シス

テムについてお聞きをいたしたいと思います。

毎日の新聞紙上にですね、環境問題とか地球

温暖化問題について、記事が載っていない時

がないくらい環境問題等は大きく取り扱われ

てございます。その中で、先日の新聞の中に

も企業の社会責任企画という形でもって、Ｉ

ＳＯ国際標準機構においては、環境保全に関

する問題として、人権問題とか、あらゆる問

題に規格を定めていこうと、こういう形で取

り組んでございますし、また、もう一つの中

では、先ほどの政府閣議の中で、地球温暖化

の一環としてのエネルギー法の改正という形

で、コンビニエンスストアから中規模の住宅

やビルなどにも規制の対象を広げていくとい

う形で、や二酸化炭素の削減を進めていきた

いというように物ごとを進めてございますし、

あらゆる部分で、地球環境に対する環境問題

に取り組まれていると、こういう姿でござい

ます。 

 したがいまして、美唄市におきましても庁

内に地球温暖化対策庁内推進会議ですか、設

置して、実行計画の素案に取り組まれて、２

０年度へ向けての準備を進めている。こうい

うことでございますけれども、改めてお聞き

いたしますが、この中で市が率先して取り組

む項目としてはＬＡＳ-Ｅとも共通する部分

も十分にあるし、また、ＩＳＯやそれらにつ

いても参考にしながら取り組みを進めていき

たいというお話でございました。 

 そこで、私はなぜ、美唄市の場合、確立さ

れた一つの機構なり、組織なりの中で物事を

進めないのかなと。こういうふうに考えるわ

けです。独自で進めるのもいいけれども、や

はり参考になるＩＳＯだとか、さらには自治

体スタンダードＬＡＳ-Ｅだとか、そういうも

のがあるわけだから、やっぱりそういうもの

にのせてやっていく方が、効率的に先進地を

参考としながらやっていけるんじゃないかな

と。こういう部分を考えると、非常に難しい

とか、お金がかかるという話聞きますけれど、

１２年から私どもは福島県原町市なんかも行

政視察行ったときに、このＩＳＯなんかも聞

きましたけれども、そんなに時間もかからな

いし、お金もかからない、期間もかからない

という部分で、行くところ行くところで聞き

ますとそんなにご苦労をされている様子もな

いという部分から行けば、あまり美唄市は取

り組みをされたくないのかなと、正直言って

私は１２年からやっていますからね。正直っ

てそういう気がいたします。 

 以前それでＩＳＯのことについて、どうし

て進まないんだということで、当時の担当者

とお話をさせていただいたことがございます。

そうしましたら、担当者の方は美唄市役所は

むだな照明は室内、廊下ともどもですね、消

しているし昼休みも消灯している、印刷等に
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おいてもコピーの両面印刷を行っているとい

う事で、そういう企画の中で、そういうのを

とらなくても、常日頃、庁内において経費の

節減を進めているという事で、環境にもとい

うお話もございました。 

 そういう話をだんだんしていくと、経費の

節減というのは、当たり前のことであって、

改めてそんなことは、むだな経費使うなんて

いうのは、とんでもないことだし、そういう

美唄市のやっていること、ＩＳＯだとかＬＡ

Ｓ-Ｅだとかと比較して、同じだという解釈に

なれば、この辺、それ以上お話をしても、話

している時限が基本的に違うものですから、

途中でお話をやめたこともございます。 

 また、そういう中で、今年度は灯油の高騰

ということで、執務時間中に暖房の調整を行

うということでは、職員にとっても、来庁者

にとっても、暖房が止まって寒いというお話

がございました。トイレの階段等についても、

天気の悪い日に照明が切れていると、市民の

方でどうなっているんだと、私も階段を下り

てくる場合もそういう気がすることもござい

ます。これも経費の節減ということでいけば、

仕方がないのなという気がいたしますけれど

も、ＬＡＳ-Ｅを取り組んでおられる姿の中で

お聞きしますと、こういうものを規格の中で、

きちっと整理をしていくと、当然、この程度

の経費については出てくるという形でござい

まして、そんなお話がございました。 

 そういうものからいけば一つの規格基準を

明確にして、そういう中での経費の、どうい

うことで消灯だとか、いろんな部分での節約

をしていく部分が必要ではないかと、このよ

うに考えるわけでございます。 

 前段申し上げたように八王子市、５６万の

市でございますけれども、そこで勉強させて

いただきましたけれども、行政、市民、関係

団体との役割というものを明確にしながら、

連携しながら、実施計画を作っておられると

いうことでございますし、私どもに実際に職

場の中を見てくれということもございまして、

職場の中へ入らせていただきました。そして、

ＬＡＳ-Ｅで取り組んでいる姿という部分を

見てくれということで、一部分でございます

けれども見せていただきますと、まず、大き

な職場のゴミ箱の中に紙類的なものはひとつ

も落ちていない。再生をするということでし

ょうけれども、そんな形で進められてござい

ますし、現場に入りましても現場の中も整理

整頓がきちっとされて、無駄を省き、照明灯

についても現場に全部出ると決められたマニ

ュアルの中で、きちっと押さえられていると

いうこともございました。いろんな意味で、

そしてさらに視察の中で、ハンドブックだと

か市民による監査だとかたくさんいただいて

きております。 

 今後、市でやっておられる環境問題の取り

組み委員会等々も、私どももせっかく勉強さ

せてもらって資料もいただいてきております

ので、機会があればお話をさせていただきな

がら、取り組めるものはないかなと、このよ

うに考えているところでございます。 

 なお、最後に参考までに申し上げますが、

現在全国の自治体でＩＳＯの認証取得を受け

ている市町村が５００前後あるというお話も

聞いてございます。北海道でも相当数に上が

っているのではないかなという気もいたしま

すし、ただ、ＩＳＯについては、基準が年々
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重くなっていくということで、ある部分で今

現在はＩＳＯの認証を受けている市町村の中

でもＬＡＳ-Ｅに移行する準備を進めている

市町村も出てきているというお話も聞いてき

てございます。参考までに申し上げておきた

いと思います。 

 それからもう一つ、美唄工業高校について

お聞きをいたしますけれども、美唄工業高校

の質問をさせていただいて、美工の歴史とい

う部分で若干勉強させていただきましたが、

美唄工業高校は創立が昭和１６年ということ

で、今年で６７年を迎えるわけですけれども、

これは当時昭和１４年に北海道庁が全道の中

に工業高校を３校作ろうという背景がござい

まして、そういう声を聞いて当時美唄市の中

心産業が石炭産業ということで、どうしても

工業高校がほしいという形から手を上げたそ

うでございます。一生懸命誘致をした結果、

当時、砂川から滝川、みんな手を上げたんで

すが、そのときの条件といたしまして、出さ

れた条件が当時今の高校の敷地１万５，００

０坪を市が確保すること、合わせて、当時４

０万円の資金集めをすることということが条

件とされて、これが実現されない場合は、よ

その市町村へいくというお話が突きつけられ

たそうでございます。 

 その中で、当時の４０万円という金額は、

今で言うと１０数億円にあたるという形で、

非常に大きなお金であると、このような歴史

的なことが述べられてございます。その中で

当時三井・三菱等の１０数の炭鉱がございま

した。大きくは三井・三菱に頼らざるを得な

いということでやった結果、当時２０万円く

らいしか集まらなかったんですけれども、最

終的には三菱、大槻文平さんがおられた三菱

が足りない不足分を出していただいたという

ことで資金集めができて、今日の美唄工業高

校ができたという歴史がございます。 

 私は美唄東高校なんですけれども、考えて

見ますと、美唄の歴史とともに進んできた美

唄東高校、美唄南高校も無くなってしまった

と、そして今現在、当時私どもと年齢は同じ

なんですが、残っている高校といえば美唄工

業高校しかございません。そういう部分でい

けば非常に美唄の歴史を感じる高校でござい

ます。 

 したがいまして、何とかして私どもはこの

高校という気持ちでいるわけでございます。

今現在、美唄工業高校の同窓会としても建築

科の間口減の提示に対して、要望事項として

教育委員会に具体的な項目を掲げてお願いを

しているようですが、これに対しても取り組

みができるものとできないものがあると思い

ますけれども、やはりできるものは手落ちの

ないように明確にして、取り組みを進めてい

ただかなければならないと、このように考え

るものですから、その辺をお聞きするととも

に、また、非公式ではございますけれども、

お聞きするところによりますと、将来は空知

に工業高校を１校ということで進めたいとい

う考え方が、北海道教育委員会の中にはある

ようでございます。 

 今現在の美唄工業高校を残すのか、滝川の

工業を残すのかと、どちらか１校になること

は間違いないだろうというお話でございます。

教育長は、教育行政執行方針の中で、美唄市

高校問題等対策協議会におきましては、検討

委員会を配置して、検討を進めているという
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ことでございました。その中で今後とも北海

道教育委員会の動向を見極めてと言われてお

ります。 

 しかし、やはり北海道教育委員会が決めた

結果に従うのではなくて、そこで決まるまで

に待ちの姿勢ではなくて、積極的な働きかけ

をして美工を残すんだというような意識を持

って進めていただきたいと、このように思い

ます。そのためにも将来の存続に向けた対応

をよりしっかりとやっていただきたいと、こ

のように考えますので改めてお伺いをいたし

ます。以上です。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 内馬場議員のご質問にお

答えいたします。 

 環境マネジメントシステムについてであり

ますが、現在策定中の「美唄市地球温暖化対

策実効計画」につきましては、美唄市が率先

して行う具体的な取り組みとして、省エネ・

省資源、ＣＯ２削減への配慮など、ＬＡＳ-Ｅ

が定める項目と重なる部分がありますので、

ご質問の趣旨を踏まえながら今後取り組んで

まいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 内馬場議員のご質問に

お答え申し上げます。 

 美唄工業高校について、同窓会等から生徒

確保に向けた要望事項などをいただいており

ます。私どももそのことについては、いろい

ろ各団体と連携を図りながら取り組んでいる

ところでございます。 

 今お話のありましたように、美唄工業高校

は美唄市の産業だけではなくて、日本のわが

国の工業の振興に関しても、本当に大きな役

割を果たしてきたと、このように私ども受け

止めておりますし、私ども委員会といたしま

しては、これまで当校が掲げてきました工業

人の育成の理念を絶やすことのないように、

協議会の意見、あるいは道教委ともいろいろ

働きかけをしながら、取り進めを行ってまい

りたい、このように考えております。 

●議長林 国夫君 森川議員の質問は午後か

らといたします。 

 午後１時３０分まで休憩いたします。 

 

正午１２時２４分 休憩 

午後 １時３０分 開議 

 

●議長林 国夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。一般質問を続けます。 

 ２番森川明議員。 

●２番森川明議員（登壇） 私は４点にわた

りまして、市長、教育長にお伺いいたしたい

と思います。 

 まず最初の１点は、農業振興の中における

小麦の位置づけについてであります。道産の

小麦が外国産の小麦の高騰ということで、非

常に追い風になってきております。国内産小

麦の生産量は年間８０数万トンと言われてお

りますけれども、そのうち、約５０万トンが

北海道産の道産麦でございます。小麦は銘柄

や品質によって、用途や需要が決まるわけで

すけれども、４月からは３０％も輸入小麦の

政府売り渡し価格が値上げされるわけです。

農水省は今回の価格について、改正は、消費

者物価指数に与える影響力は、０．０３％程

度と言っておりますけれども、結果はそれ以

上になるでしょう。昭和４８年に３５％の大
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幅な値上げをいたしました。 

 今回、売り渡し価格が１トン５万３，２７

０円から６万９，１２０円となるわけですけ

れども、その背景には、バイオ燃料にありま

す。アメリカでは小麦から何ととうもろこし

への転作が５倍になったと、いわゆる作付面

積の減少。中国、インドの食料需要の急騰、

急増。さらには、オーストラリアでは２年続

けての大干ばつ。欧州では、降雨による品質

低下による価格の急騰。まさに高値警戒感が

全世界に広がっているわけでございます。何

しろ小麦は９割が外国に依存しているという

状況。末端をはじめといたしまして、あらゆ

る面の値上げが波及するのが必死です。家計

への影響の負担がずっしり重く増してきます。 

 このように日本は、アメリカ、カナダ、オ

ーストラリアに頼りきっている現状でして、

国別の輸入割合を見てみますと、アメリカか

ら５６．７％、カナダは２２，７％、オース

トラリアからは２０．２％、その他が０．２％

という輸入割合になっている訳です。小麦に

つきましては、全量を政府が買い取りまして、

国内の製粉工場に売り渡しているわけであり

ます。 

 私も以前に農水省に勤務をしていた時にそ

の仕事を担ってきたという経験がありますけ

れども、品不足のために国際的な麦の争奪戦

の様相を呈したら、これはもう大変な混乱状

態に陥るわけであります。この間、関係者と

いうことで、東京の方に電話をかけていろい

ろ聞いてみました。 

 今回の値上げと言いますのは、本当は３

８％にしたかったんですよ、農水省は。しか

し、先ほど言いましたように昭和４８年の３

５％値上げで混乱した実態を反省いたしまし

て、いわゆる激変緩和として３０％になった

んだということを申しておりました。 

 小麦の国内の自給率ですけれども、私はも

っと以前から１４％と記憶をしていたんです

が、いつのまにか１％減って１３％になって

しまいました。ちなみにアメリカは４８％、

オーストラリアが２０％、カナダが１７％と

なっております。単位面積あたりのカロリー

もちょっと見てみますと、米を１００にした

割合から見ますと、小麦は６３、これはなか

なかヘルシーですね。さつまいもが１７２、

じゃがいもが１２４と非常にカロリーが高い

わけです。 

 このように自給率が低下したこの麦につい

ては、国民の世論に応えて、その生産拡大を

対策として、積極的に麦を生産しなければな

らない。こういう現況にあります。 

 国、地方自治体、関係業界を問わず広く農

業関係者が一体となってこの課題に取り組み、

増産意欲の喚起を促す必要があるわけです。

しかし、この麦作りの意欲がわかないひとつ

に、これは農政があるわけなんです。その原

因はなんでしょうか。平成１９年から導入を

いたしました、あの品目横断的経営安定対策、

この制度で大幅な収入減が今小麦の生産者に

続出している、こういう現状なのです。 

 もともと主要食品の内外価格差を埋めるた

めの交付金の一つでしたけれども、平成１８

年までに個別対策だった小麦の交付金が、担

い手に集中的に助成する制度に変わりました。

収穫量が増えても結局は減収になってしまう、

生産者の努力が実らない、こういう農政、こ

れが現実なんです。この点については市長ど
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う思っていますか。 

 そこで私は市長にお伺いしたい点は、基幹

作物として、農業振興の中で今の麦の位置づ

け、この点をどうとらえているか。市の統計

書の平成１８年版を見てみますと、生産調整

の実施状況が８９０戸で３，７６２ヘクター

ルになっているんです。麦がなんとそのうち

２，３７２ヘクタールもあるんです。実に６

３％の転作が麦なんです。ちなみに大豆は６

２０ヘクタール、１６％です。さらに合わせ

まして、平成１９年産麦の品種別作付面積収

穫量、今日電卓も持ってきましたので答えに

よって、パーセンテージも出したいと思いま

すけれども、合わせてお願いをいたしたい、

このように思います。 

 次は２点目ですけれども、構造改革特区に

ついてです。地域の活性化を生かした魅力を

創出する特区について、岩手県東遠市では「ど

ぶろく特区」というのができたと、友人が居

りますので年賀状の添え書きに書いてありま

した。どぶろくおいしいですよと、来ません

かと、本当は送ってくれれば一番いいんです

けれども、来ませんかというようなことを添

え書きに書いてあったんですけれども、道内

でも長沼町がグリーンツーリズムということ

で特区として濁り酒、いわゆるどぶろくの製

造許可が有名です。私も飲んべえの一人です

からこの点についても非常に関心を持ってお

りました。その特区の状況を知るべく北海道

と空知支庁を尋ねてまいりました。いっぱい

資料を出されたわけですけれども、特に支庁

に親切に対応していただきました。 

 私も今頃になってふと感じたことは、長い

国家公務員の生活の中で、一体もっと親切に

対応すべきであったなということを実感とし

て受け止めて今頃になってちょっと反省をし

ていると、こういう実態があるわけなんです

けれども、いずれにしても懇切丁寧にいろい

ろ説明していただきまして、実はお仕事忙し

いでしょうと一言言わさったんですが、よろ

しいですよということでこの内容を詳しく説

明をしていただきました。 

 経済効果の達成状況ですけれども、経済効

果には設備投資額が約５，３００億増加をし

たと。そして、年間の売上高が、これは取り

扱い額ですけれども、約５，２００億円増加、

コスト削減で約１５０億削減し、従業者数が

約１万４，０００人増加した。施設年間利用

者が約１万８，０００人利用している。年間

の交流人数が約１５０万人増加した。これは、

平成１７年１１月までに認定された件数が７

０９件で、多くの成果の報告がなされている

わけでございます。道内の資料も出されまし

た、ここにありますけれども、その中で見ま

すと、平成１９年の７月４日現在、構造改革

特区計画分野別、平成１９年１２月２５日現

在の地域再生計画分野別がそれぞれここに集

約をされております。 

 美唄市は過去平成１４年と平成１５年、さ

らに、平成１６年と連続して定例会で、この

特区について質問があり、会議録を読んで見

ますと、市はまだ、その段階ではない。また、

意見調整も成案化までに至っていないという

ことで、特区の結論をこの時点では見送って

いました。その後、ＩＴ推進関連で昭和１８

年３月３１日、美唄市の情報処理技術者育成

特区で、美唄市全区域で認定されましたのが、

国設の北海道中央コンピュータ・カレッジ、
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これは市役所の入り口にパンフレットがあり

ましたので、早速いただいてきましたけれど

も、この北海道中央コンピュータカレッジが

認定をされたわけであります。 

 ところが、わずか１年後の平成１９年３月

３０日に取り消しとなっているわけなんです。

この実態は実は私もあまり知りませんでした。

メロディも２年越しでひもを解いてみました

けれども、あまり報道がなかった。これも事

実でございます。そこで、１年で取り消しに

なった原因と、その講座修了者に対する初級

システムアドミストレーター試験の一部免除、

基本情報技術者試験の一部免除、この特典が

あるわけですけれども、一体何名ぐらい該当

者があったのか、成果等を伺いたいと思って

おります。 

 ＩＴと言いますと、隣の岩見沢市ではＩＴ

都市を目指して、ＩＴビジネスセンターが出

来上がったと報道もありまして、それが記憶

に新しいわけでございますけれども、おそら

く今度は岩見沢市はあらゆるアクションを起

こすのではないかというふうに予測をされて

おります。 

 さらに教育長についてですけれども、実は

特に三笠の関係で、特区。三笠市の岡山小学

校、現在児童数は５０人、萱野中学校、生徒

数３３人ということですけれども、そこで行

われております小中一貫特区について、この

点について私はもっともっと奥深く知りたい

ということで、岡山小学校の方にアポイント

をしました。身分を明らかにしてくださいと

言われましたから、実は特区についていろい

ろと調べているんですよということでアポイ

ントしましたら、この岡山小学校の教頭先生

というのは私は来たばかりだし、何回も強調

しながら三笠の教育委員会に聞いてください

と言うんですよね。そして用件とか承諾を得

てから私のところに来ていかがですかと、何

かぎすぎすしているような感じを受け止めま

した。そこで私は早速この小中一貫の関係に

ついては、これだけ北海道新聞を見ても大き

な記事になっているんですよと。これいちい

ち教育委員会から承諾を得て岡山小学校とか

萱野中学校に尋ねているんですかと。その通

りですと答えておりました。ああそうですか

ということで終わりましたけれども、そうい

う実態を聞くと、行くのをやめましたよ。 

 私の聞きたかったというのは、小中一貫教

育が非常に話題になっておりますけれども、

学校でどういう集約をしている、いわゆる父

母の反応ですね、父兄の反応がどういう集約

をしているのかと。あるいはこの特区によっ

て児童・生徒数が過疎対策としてですから、

増えたのかどうなのかと。あるいはカリキュ

ラムを作成する段階において一体、教師の負

担がどういう形になってくるのかと。そうい

うことを行って聞きたかったんですけれども、

先ほど言うようにやめた訳であります。道新

の社説にもありますよ。三笠からのびのび小

中一貫教育ということで取り上げております。 

 この特区を見てみますと、特徴は国際科と

して英語を小学校１年生からとり上げること

なんです。公開授業も行われております。そ

れもちょっと理解しがたい面もあるかもしれ

ませんが、ゲーム感覚で聞く・話す程度の理

解が小学校でできると言うんですよ。中１で

は、英語新聞を解読できるまで進むと。カナ

ダからは英語指導助手ＩＬＴと言いますか、
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非常勤講師が担当し、また、インドネシア、

中国、韓国から留学生を招いての授業を行っ

ていると。地域科というのもあるそうです、

これはアンモナイト学習、いわゆる化石博士

になるくらい三笠と言うとアンモナイトで結

びつくわけですけれども、非常に身についた

実践教育を行ってきている。国から１，００

０万円も再生交付金が出ているんです。 

 そこで私の聞きたいのは美唄市もこの種の

教育特区について、従前検討した経緯がある

のかどうかという点と、それから今回出され

ましたその文科省の新学習指導要領案ですけ

れども、この新学習指導要領案では、小学校

にも特区の東京品川区はどうもいわゆるカリ

キュラム教育過程の例に習っている感もしな

いわけではないんですけれども、週１時間程

度英語を導入したいということです。そして、

先ほど三笠でも言ったように、話す聞くまで

学ぶようにしたいという、こういう点につき

ましては、非常に父母の間でも歓迎する一面

と、かつての詰め込み主義が復活するのでは

ないかという、ゆとりの教育路線が大きく変

化されるのではないかと賛否両論がいくつも

あるわけなんです。 

 教育長、これに対しましてまだ案の段階で

奥深く説明はないと思いますけれども、教育

長としてどう考えているのかなということを、

私は考えていないとか、今のところは答える

すべはないというなら、それで結構ですけれ

ども、ひとつお聞かせを願いたい、このよう

に思うわけでございます。 

 それと３点目になりますけれども、保健行

政福祉の「しょうがい」のひらがな名の表示

についてでございます。これは道をはじめ、

全国の自治体で障害者を障がい者と平仮名に

表示をするケースが非常に増えてきておりま

す。その内容は団体名や公文書の表記だとか

組織名とさまざまなんですけれども、自治体

の対応もばらばらでまだ統一には至っており

ません。元々戦前は、障害の害の字が石辺に

日と寸という字を書く。ところが戦後になっ

てからその字が当用漢字にないと言うんです。

そこで今の害になったという経緯があるよう

です。どうも今の害といいますのは、マイナ

スイメージが強く、否定できない意見を持つ

ことから、障害者自身が変更を望んでおりま

すし、また、支援ボランティアグループの働

きかけ等、功を奏しまして、今非常に改定の

動きが大きく前進をしているという実態にあ

ります。 

 この件につきまして、美唄市議会としても

平成１３年と平成１５年の２度にわたって定

例会で質問がありました。その会議録から見

てみますと、当然改定の必要性を訴えてきた

経過があるんですけれども、当時の市長から

は市民の理解が広がりつつあることから検討

したいという答弁がありました。質問するに

当たって、これも早速道と支庁に行ったわけ

なんです。空知支庁の方にいろいろ資料も出

していただきました。この１８年２月６日付

けで道保健福祉部長通達で「障害のひらがな

名表示の試行について」と、各機関、団体に

依頼をし、ノーマライゼーションの一層の推

進をする為に、障害という言葉が人と人との

状況を表す場合には、害という字をひらがな

に、道は試行的に実施するから実施してほし

いと理解を求めているのがこの通達でありま

す。 
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 ここに、福岡市も昭和１７年６月に市条例

が決定をされた。昭和１９年１０月には町田

市が、この資料があります。市条例改正にな

ると、かなり膨大なものになるんですけれど

も、ここに資料があります。道内で言います

と平成１６年になりますけれども、北見市が

変えていると報告されております。また、平

成１９年に三重県、平成１６年には福島県、

平成１３年には志木市、これがひらがな名に

変更されております。栗山町は平成６年に広

報誌で使い始めたというのが北海道の最初で

あると。その後、北見、札幌市ほか２５市町

で表記を変更し、道も１８年度から徐々に広

がりを見せているという状況でございます。 

 美唄市もひとつ動きとしては、支援ボラン

ティアグループ世話人小川忠行さん達が、昨

年の１９年５月９日に市長と話合いをもたれ

たと。市長は他の市町村は用語の改正と条例

規制の改定を行っており、美唄市はできない

ことはないという回答があったということで

すけれども、昭和４８年に北海道から美唄市

は身体障害者福祉モデル都市に指定されてい

るわけなんです。福祉のまち美唄としてその

後、どういう経過が、市もおそらく努力され

ていると思いますけれども、お伺いをいたし

たいと思います。 

 最後の４点目で、林業試験場の地方独立行

政法人化のその後の経過です。市長、ここに

北海道地図があります。こういう北海道地図

があるんですけれども、これを見て何を感じ

ますか。北海道の総面積の７１％が森林なん

ですよ。それも全国の２２％が北海道を示し

ているんです。北海道の森林は５５４万ヘク

タールと言いますから、道民１人１ヘクター

ルの森林の割合なんです。これが見てお分か

りのように緑が国有林です。それとこのグレ

ー、これが道有林、さらに黄色いのが一般、

民有林、そしてピンクは大学の演習林とこう

いう状況になっているんですよ。これ見ると

ほとんどが森林で埋まっているという、これ

が今の北海道の実態なんです。 

 私これは何度も言う必要がないんですけれ

ども、森林効果は森を守る土砂の流れを防ぐ

とか,おいしい水をつくるとか,ＣＯ２を吸収

するとか,森林はたっぷり水を吸い込みゆっ

くり流してくれているんだ、そのためには森

林の整備が必要である。そして、各種改良も

必要である。その役割を担って担当している

のが光珠内にある林業試験場なんですよ。 

 現在、洞爺湖サミットで盛り上がりを非常

に見せていますけれども、その中で首脳者の

記念植樹というのがクローズアップされてき

ました。大変良いことであるし、おそらく実

現がされることでしょう。その苗木ですけれ

ども、その苗木が美唄にある林業試験場で改

良した新品種グイマツなんです。このグイマ

ツは中標津５号を母親として、グイマツ雑種

スーパーＦ１で誕生し、なんと普通のマツよ

り２割もＣＯ２の吸収率が高い、今後は植林が

増えることが確実であるという優れもので、

大いに全国でも期待をされているものなんで

す。 

 また、森林資源の保護と温暖化の問題にも

関係する研究も先取りして、全国的に今林業

試験場が注目されておりますし、ねずみなど

の被害を受けないマツづくり、交配研究を進

め、それも短期間でできるわけではないんで

す。４０年という歴史を重ねつつ、こつこつ
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と研究をし、やっと見つけたのが先のグイマ

ツなんです。 

 また、サミットではその苗木を２００本準

備し、美唄もその苗木を育成増殖するという

計画も以前に報道されておりました。明るい

ニュースがあります。ご存知のとおり、林業

試験場というのは、このように多くの研究成

果と環境の充実に貢献してきたわけです。具

体的には、その他地域でも公園の管理、防風

林の管理、さらに樹木剪定、各種講演会を通

じての林業造園緑化事業の指導助言を行って

おります。それが地方独立行政法人化された

場合、コストがどうしても優先になって、合

理化が進むということは間違いないんですよ。 

 農水省の場合、いろいろ私も後輩等に電話

で聞くなり尋ねて行くなり、かなり遠方まで

訪ねていきながら、一体国の独立行政法人化

でどう変わったかということも、前回の質問

のときに伺ってまいりました。やはり収入に

結びつかない研究は、これは淘汰される。収

入がどうしても優先をされる。それと合理化

ですから当然交付金が削減される。これが明

白な事実なんです。 

 市長はこの林業試験場の地方独立行政法人

化、先の１２月の定例会以降、空知支庁から

説明があったようですけれども、どう対応し

てきたのか。意見を十分に取り入れ、民主的

な手順手続きを踏まえ、一方的な方針決定は

行わない、このようにおそらく市長は説明を

受けるときに申したと思いますけれども、そ

の辺の市長にお伺いをいたしたいというふう

に思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 森川議員の質問

に順次お答えいたします。 

 初めに農業振興の中で小麦の位置づけにつ

いてでありますが、麦作振興については、農

業支援センターを中心に品質と栽培技術の向

上に向けた取り組みを行ってまいりました。

また、秋蒔き小麦の連作障害の回避や緑肥導

入のほか、収量とニーズが多い初冬蒔き小麦

「春よ恋」の生産拡大に向けて取り組んでま

いりました。 

 平成１９年産の品種別作付面積と収穫量に

ついては、秋蒔き小麦「ホクシン」は２，１

０６ヘクタールで１万１，２７１トン、平均

反収５３５キログラム、春蒔き小麦「春よ恋」

は１１３ヘクタールで４５０トン、平均反収

３９８キログラム、初冬蒔き小麦「春よ恋」

は７３ヘクタールで３７３トン、平均反収５

１０キログラムであります。初冬蒔き小麦が

結果として通常の春蒔き小麦より高収量・高

品質を確保できましたことから、今後は農協、

普及センターとの連携を図りながら、栽培技

術の向上や初冬蒔き小麦の導入などの促進に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、構造改革特区についてでありますが、

「美唄市情報処理技術者育成特区」は、北海

道中央コンピュータ・カレッジの学生が受験

する国家試験の「基本情報技術者試験」につ

いて、その一部が免除されるもので、該当者

は、平成１８年度は２５名、１９年度は１８

名となっております。 

 この特区につきましては、これまで全国で

５６件が認定されておりましたが、平成１８

年８月１４日をもって、一部免除の措置が全

国的に適用されたことから、取り消しを行っ

たところであります。 
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 なお、今年度卒業予定者の国家試験合格者

数は１７名で、カレッジ開設以来の高い合格

率、６８パーセントとなっております。 

 次に、障害のひらがな表記についてであり

ますが、市としましては、平成１５年に「障

害者の表記」についての通知を全庁的に行い、

新たに作成更新する公用文や広報印刷物の

「害」の表記を平仮名に改めることとしてお

ります。 

 また、既制定の条例等の本文中における

「害」の表記については、国の法令や条例等

により定義されている固有名称、組織名、計

画名や事業などの固有名称は従前のとおりと

し、その他の表記を改める際は、条例等の改

正時に合わせて、その都度改めることとして

おります。 

 次に、林業試験場の地方独立行政法人化に

ついてでありますが、昨年１２月１７日に空

知支庁の担当職員が市を訪れ、「道立試験研究

機関の改革及び地方独立行政法人制度導入に

関する方針（案）」について説明を受けました。 

 その中で道は、平成２２年４月を目標に、

地方独立行政法人法の規定に基づき、林業試

験場を含む２２の道立試験研究機関を単一法

人化する方針であり、企業会計に準拠した会

計方式の中で、分野横断型研究体制の構築や、

効果的で効率的な運営を目指すこととしてい

るとのことでありました。 

 本市といたしましては、林業試験場が果た

している本市への多大な貢献や道内の森林、

林業、緑づくりにおける役割の重要性に鑑み、

１２月２８日付で道に対して地方独立行政法

人化については、慎重に取り扱うと共に、林

業試験場の機能・規模を維持するよう意見を

提出したところであります。 

 道の方針については、本年２月に決定しま

したが、今後、具体的な制度設計を進めるこ

ととされておりますので、その動きを注視す

るとともに、必要な意見や要望を道に対して

伝えてまいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 森川議員のご

質問にお答えいたします。 

 現在、三笠市で実施しております小中一貫

教育につきましては、構造改革特別区域制度

を活用し、小学校における「国際科」及び「地

域科」を新設するなどの内容となっており、

国際化に対応した教育等を目指したものとな

っております。本市におきましてはこのよう

な学習指導要領等、現行の教育課程の基準に

よらない教育課程への編成・実施を通した実

践研究を行う特区申請につきましては、中学

校適正配置の中で調査研究した経緯がござい

ますが、本市が進める適正配置になじまない

という結論に至ったということがございます。 

 次に、学習指導要領についてでございます。

小学校の外国語の活動につきましては、これ

を積極的にコミュニケーションを図ろうとす

る態度の育成と外国の言葉や文化についての

理解を深めることを狙いとしているものでご

ざいます。いずれにいたしましても、新学習

指導要領は「ゆとり」か「詰め込み」かとい

うことではなくて、基礎・基本の確実な定着

とこれらを活用する力を育成するため、子ど

も達が学習にじっくりと取り組める時間を確

保するという考え方に基づき、授業時数を増

加させているものと認識をしているところで

ございます。 
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●議長林 国夫君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 それでは自席から再質問

させていただきたいと思います。 

 ひと通りお答えをいただきましたけれども、

感想としては何か非常に簡単な答弁だったな

という印象を受けております。また、事実で

ございます。特に農業振興の小麦の関係につ

いてはもうちょっと触れてほしかったなとい

う感もありましたけれども、努力したいとい

うことですから。それで小麦のサミットとい

うものを知っておりますか。小麦サミット。

これは江別や滝川等開催をされていたのが、

昨年は塩狩峠を越して、下川町で開催された

んです。ハルユタカの初冬蒔き栽培による地

産地消、これの推進が大きな柱となっている

わけなんです。 

 美唄も熱心な麦作研究家非常に多くおりま

すし、小麦サミットあたりも美唄市で開催し

ても十分盛会に終わるだけの力は備わってい

ると私は思っております。それはさておきま

して、その研究家の一人として、上美唄に２

２歳の知人がおります。私は会うたびに話し、

難しい問題、自称農学博士という言葉を使っ

ているんですけれども、その方が非常に熱心

で、検査時には何度も８キロ離れたところか

ら足を運んでくると。そして、タンパクだと

か品質チェックをして帰る。１日に何回も来

るんですから、良質の米麦の生産に非常に力

を注いでいる。麦については自家製で自分の

ところでパンを作って、それを試食してもら

ってアンケートまでしてもらうという非常に

研究家です。その知人が言っておりました。

美唄は積雪が多いので、初冬のハルユタカが

適している。春よ恋を含め、吸水性が勝負で

追肥のタイミングもなかなか難しいけれども、

研究成果が大いに上がる土壌があると言って

おりました。 

 この度の多収や穂発芽が強いということで、

パン用春蒔き小麦、新品種、北見春７号が「は

るきらり」ということに名前がなったんです

けれども。その普及が非常に多く普及される

のはどうですかと聞いてみたら、やはり検査

面で心配だと言うんですよね。品質のチェッ

クによって規格外になる可能性があるという

ことを話しておりました。ちょっとそういう

麦つくりを見てみましても、ハルユタカは人

気が高くパン作りだと。秋蒔き小麦の「キタ

ノカオリ」は平成１５年度の奨励品種なんで

すけれども、それもパン用で北農試は、岩見

沢市北村に、このキタノカオリのほ場をもっ

て、高たんぱく質資質生産のための実験を行

っております。秋蒔き小麦のホクシンについ

ては、大豆との間作栽培を行う、これはなか

なか難しい一面もあるようですけれども。さ

らにこのところラーメンを見てみましても、

道産小麦が適しているのです。帯広ではホク

シンを主体としたブレンドによって、江別で

はハルユタカとほろしりのブレンドでラーメ

ンを作って非常に繁盛をしていると、こうい

う実態もあります。 

 小麦は天候に左右されることが多くて、ホ

クシンは一昨年１，９００ヘクタールが、春

先に株ごと枯れるあの褐色イグサ病によって、

７００ヘクタールも大豆に切り替えたという

苦い例があります。降雨や日照不足で生産者

にも管理上ばらつきが見られる。市長もちょ

っと触れられておりますけれども、連作障害

も非常に多いと。収穫期にはなんと麦よりも
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雑草がのさばっているほ場も見られると。こ

ういうので市としても対策が急務であるとい

うことなんですよ。 

 美唄の小麦と言いますと、製粉工場と製麺

工場、これは２つとも江別にありますから、

江別はその辺で一体となった生産者には、良

質麦を作ってもという、その努力が報われて

いると、一体化されるという本当の利点が特

徴としてあるわけなんです。美唄産も地産地

消ということで、市内の製麺工場あるいはパ

ン工場と結んで、もっともっとアピールし美

唄産を使ってもらう、これが求められている

というふうに私は判断いたします。品種別作

付面積の今答弁を聞きまして、ちょっと力強

く感じました。と言いますのは、美唄の麦の

面積が合計で２，２９２ヘクタールになるん

です。生産が２，０９４トンにもなる。問題

は反収ですよ。今ちょっと電卓でたたいてみ

ますと、初冬蒔き小麦がなんと春よ恋で８．

５俵にもなる。ホクシンで８．９俵、春よ恋

で６．６俵、これはもう美唄は主生産地なん

です。 

 特に市長も言っておりましたけれども、初

冬蒔き、私の知人も強調しておりました。積

雪量も多く適して反収もある。生産者個々の

所得向上にも結びつく有望株なんです。今後

も指導を徹底していただきたい。そして、米

だけではなくて麦も美唄産だと言われるよう

にさらなる努めていただきたい。この点の要

望をいたしておきます。 

 ちょっと麦について余談になって申し訳な

いんですけれども、この間、ある本に書いて

ありました。ちょっと面白いなと思ったのは、

麦飯で天下を取った男と、徳川家康のことな

んです。徳川家康の若返り方は、なんとして

も麦飯だったというんです。あの当時の平均

寿命は４０歳、家康は７５歳で大往生しまし

た。ちなみに、死に方にもいろいろあります

けれども、織田信長は４９歳、豊臣秀吉は６

２歳ということで家康はなんと２６０年徳川

幕府体制の土台となった人です。それが麦飯

さまさまだったと言うのです。麦飯と味噌汁

を食べたおかげで、これは日本最古の歴史書

物の古事記にも出ています。麦飯と言います

とすぐピンと来るのが貧しさの象徴なんです

が、池田隼人は昭和３５年の所得倍増計画で、

貧乏人は麦飯を食えと言ってそういうことを

言ったんです。しかし、現代は麦飯はヘルシ

ーということで今徐々に聞いてみますと、こ

の間電話で麦飯の普及はどうなっていますか

と聞いてみますと、いや、徐々に延びてきて

いますと述べておりました。人気が出てきた

ということです。家康は１６人の子どもがい

るんですけれども、実は６８歳で最後の子ど

もを授かったと、それがなんとやっぱり元気

の源は麦飯麦飯と何回も叫んでいるというん

ですよね。ですから、麦は大切で必要なんで

す。 

 次の方に移りたいと思います。構造改革特

区についてです。特区は濁り酒どぶろくもそ

うですが、見てみますと学校の天井の高さの

規制緩和、３メートルだと言うんですよね。

それを２．７メートルに特区申請してなった

というんですよ。これはおもしろいですね。

福祉サービスの推進、また、人と地球に優し

い公共料金、この利用促進したと、港湾の物

流効果がこうであったと、いろいろユニーク

なのが報告をされて、全国には多くあります。
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答弁にありました美唄の国設北海道中央コン

ピュータ・カレッジのように、地方で認めら

れたのが、全国展開まで発展した成果であっ

たというふうな１年間だったんですけれども

そう思っております。ただ、情報処理プロフ

ェッショナル、アルティメディアクリエータ

を要請する専門校として私はＰＲが不足して

いるのではないかと思うんです。せっかくの

機会も勉強された生徒数を見まして、先ほど

報告がありましたように、平成１８年度は２

５名、１９年度１８名と少ないわけで、以外

に市民の方々に聞きますと、学校の存在も知

らないというのが多いんですよ。多いです。 

 少子化の中で専門員が学校等を尋ねながら、

学生募集しているということもお聞きをいた

しました。定員割れがあまりにも続くとこれ

は国が廃校するという危険性があるわけなん

ですよ。ですから、なんとしても与えられた

特権、国家試験の長所、合格率、これを大々

的にＰＲしながら、これをいかしてメロディ

だとかあるいは、空知支庁でも国のどこでも

いいですけれども、あらゆる機関を利用し、

そして、国設の専門校が美唄にあるんだ、こ

ういう資格が取れるんだ、これだけの合格率

なんだということをもっともっとＰＲすべき

だと思うんですが、市長どうですか。 

 教育長の答弁、教育特区について検討して

みましたけれども、美唄市が進める適正配置

などには馴染まなかったと、あえて特区まで

には至らなかったと、こう受け止め方をして

おります。さらに進学する指導要綱、これは

今は案の段階ですから、今後また具体化され

るという時期が来ると思いますから、子ども

達がじっくり取り組める時間帯の確保が必要

だと申しておりました。わかりました。また、

その時点でいろいろまたお聞きすることもあ

ると思いますけれども、またそのときになっ

たらよろしくお願いをいたしたいというふう

に思うわけです。 

 ３点目の保健福祉行政の障害というひらが

な表記についてですね、答弁では、美唄市も

積極的に行っていると、こう伺われました。

メモを調べてみましたけれども。新たに作成

する、また、更新する公用文や広報紙、市民

の配布資料等がひらがな名でやっているとい

うことなんです。しかしまだ、条例の改正ま

でいっていないということなんです。検討し

たいという前進した回答あったんですけれど

も、これは道のりは大変だと思いますが、ひ

とつこれは前向きに条例の改正までは努力し

ていただきたいというふうに思うわけです。 

 道の通達を見てみますと、関係機関２１７

箇所、関係団体５５箇所に依頼をしておりま

す。その中で、変更しない例として意外に多

くあるんですね。ちょっとメモをしてきまし

た。障害者基本法、身体障害者福祉法、身体

障害者手帳、身体障害相談員、知的障害相談

員、道立心身障害者総合相談所、道保健福祉

部障害者保健福祉課、道障害者基本計画、重

度心身障害者医療給付事業、道発達障害者支

援センター、補助申請書、補助指令書などの

記載、さらには肝機能障害、腎臓機能障害、

高齢者・障害者という文言、などに対するバ

ランスを欠くとき、これはどうもそのひらが

なに表記して欲しいということの指示をして

いないということなんです。非常に多いです

ね。私もいろいろ話をしてきたんですけれど

も、支庁の担当者も申しておりました。この



- 73 - 

件は、国の機関が一斉にひらがなに法令や条

例を変えたら、これはもう改正が一気に解決

するというんです。国が変えなければ、今い

ったもろもろの法律に基づくものは、なかな

かひらがなにはならないと、ですから支庁等

の会議等においても、もっともっと働きかけ

を強めて、ぜひ改正するようにお願いをいた

したい。この点について付け加えることをお

聞きしたいというふうに思います。 

 ４点目の、林業試験場の地方独立行政法人

化の件ですね。これは驚きましたよ、市長の

答弁を聞いて、２月に方針が決定したという

ことなんです。それは何ですかということな

んですよ。この件については、マスコミで見

てみましても、２月に決定して案が取れたと

いうのは見当たりませんでした。僕が見過ご

したからかもしれませんけれども、知事は地

方の意見というものをまったく無視している

のではないですか。あの支庁再編でも必要性

や振興局の位置づけなどについて、まだ道民

の理解が得られるということで、再編を拙速

に行うべきではないと、今こういう結論に至

っているんですよ、支庁再編では。 

 ことわざに、二兎を追うものは一兎も得ず

という、そういうことわざがあるわけですけ

れども、あえて今の知事というのは分権と行

政改革の合理化、この２２の試験研究機関の

地方独立も、この中に入ると思いますけれど

も、同時に進めて二兎も得るようにやってし

まうという、こういう作戦が知事にはあるの

ではないかと。将来像も不明確な中で、合理

化をやってもこれは、一兎も確保できないの

が当たり前なんですよ。いわゆる強行にやろ

うとしていると、行政の効率化という美名の

下に果たして目先の利益にとらわれないで、

長期的な視界にたった公共的な試験研究機関

の確保が図られるのかどうなのかということ

なんですよ。林業は大切なんですよ。そこで

私もちょっと今の高校の入試の出願状況を調

べてみました。 

 ４０年前、４３年に道立高に林業科あった

のが岩見沢農業が８０名、帯広農業、旭川農

業、倶知安農業、大野農業、静内、美幌、実

に７校で定員が３２０名いたわけです。それ

が現況はどうなっているんですか。現在とい

えば森林科学科があるのが岩見沢農業、旭川

農業、帯広農業の定員４０名の３校、環境造

園科が岩見沢農業の４０名、計１６０名、い

わゆる林業関係で半分に減っている実態があ

るわけなんです。 

 今年の出願状況を見てみますと、岩見沢農

業の森林科学が１．５倍、環境造園科が１．

２倍、旭川農業が１．３倍、帯広農業が１．

７倍、これはかなり少子化の中で高い競争率

です。つまり、林業関係、林業試験場に働き

たいという願望のある若い人、それが多いと

いうことを見過ごすわけには行きませんよ。

まだまだ林業は先があるんです。 

 市長、今森林環境税なんていうのはちょっ

と話題になっているのを覚えていると思うん

です。これは森林の保全と活用に関する検討

委員会というのがまとめた報告なんです。そ

こには道内で放置されている森林が多くある。

環境がテーマの洞爺湖サミットの開催地とし

ても、温暖化防止に貢献する必要があると、

森林は公共的財産で整備は全道民が等しく負

うべきである、責務がある。そういう観点か

ら５年間で７５億円程度、６月の道議会の中
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でも定例道議会で提案し、平成２１年から導

入を目指すというのが森林環境であるという

んですよ。みんなで山を守っていこうという、

そういう気運の盛り上がりなんです。 

 このような動きの中で、先ほどの市長の答

弁を見てみますと、道は一方的に何の話し合

いもない中で、２２の道立試験研究機関の地

方独立行政法人の案を２月に決定したという

んです。案をとってしまったと、こういう事

実に対して道の方針にはまったく納得がいき

ません。知らないうちに案が削られたんじゃ

ないかという話なんです。その経過を踏まえ

て、市長はその２月の時点という、そういう

時点の詳しくどういう説明があったのか、そ

の点を再度またお伺いをいたしたいと思いま

す。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問に順次お

答えします。 

 コンピュータ・カレッジについてでありま

すが、コンピュータ・カレッジは、高校卒業

者を対象とした施設であることから、美唄市

と学校で市内の高校を初め、管内さらには全

道の高校を定期的に訪問し、学校案内を配布

するなど、学生募集活動を行っているところ

であります。今後におきましても、メロディ

を活用するなど、市と学校が十分に連携を図

りながら、周知を行い学生確保に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、条例等における障害のひらがな表記

への改正についてでありますが、条例等の改

正時にあわせてその都度改めることを基本と

しておりますが、多数の条例等が関連する場

合の改正方法等につきましては、今後検討し

たいと考えております。 

 なお、本市は昭和４８年に北海道から「身

体障害者福祉モデル都市」に指定されて以来、

「福祉」は市のまちづくりの柱と位置づけて

おります。今後も人を思いやる温かい心をも

って「福祉のまちづくり」を進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、林業試験場の地方行政独立法人化に

ついてありますが、道の方針決定があった２

月以前に、本市に対して、その内容や経過に

関する説明はございませんでした。道では、

今後この方針に基づき、具体的な制度設計を

行い、その際にも意見募集等を行うようであ

りますので、本市としては林業試験場の機能

規模が維持されるよう、必要な意見・要望を

今後も道に伝えてまいりたいと考えておりま

す。 

●議長林 国夫君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 再々質問ということにな

りますけれども、小麦の位置づけについては

何度も言いますけれども、ちょっとまだつっ

こみが不足しているなと、答弁ですけれども。

もっともっと美唄の麦を進めるためにはこう

なんだという何かがあったんではないかなと

いう感じもしますけれども、わかりました。 

 特区の関係とか、あるいは保険福祉行政の

ひらがな名の表記を前向きにお答えしていた

だいております。それは取り進めていただき

たいと思います。 

 ただ、独立法人化の答弁ね、再質問の答弁

を聞いても何かしっくりいかないんです。そ

の点だけについてまたお聞きをいたしたいな

と思います。くどくどまた加えますけれども、

林業というのは広く言えば、国土の保全や水
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源地の涵養とともに、気象まで緩和もまた、

なだれ防止だとか、私たちの生活環境の保全、

形成に重要な役割を果たしているんですよ。

道に聞きますとその点もそのとおりというこ

とで、当然理解をしているんですけれども、

また、林業試験場の研究テーマ、研究は必要

であるという概念、これは思っているという

ことだろうと思いますが、しかし、それを２

２の試験研究機関のある地域がそれぞれ要請

をしていると、考え直してくれないかと要請

しているにも関わらず、知事は一方的に案を

はずしたというこの辺なんですよ問題は。 

 私は、農水省の独立行政法人の問題点、先

ほどもちょっと触れましたけれども、何度も

遠いところまで行って聞いてきました。やっ

ぱり言っているのは、利益が上がらなかった

らカットされると、今あきらめの心境で仕事

をしているというような報告がされているん

ですよ。しからば縮小合理化はどうですかと。

当然、研究テーマが縮小されるということは

人員が減るのは当たり前じゃないですかねと、

寂しいですと、そう答えているんですよ。そ

の国の農水省の独立行政法人化にならったよ

うに今回出された地方独立行政法人化、これ

はもう、美唄の林業試験場だって、当然効率

化優先ということで、利益の上がらないあそ

こはやっぱり地味な仕事をしているんですよ。

意外に農業試験場は派手さがあるんですけれ

ども、林業試験場は僕は地味な仕事をしてい

るなと思いますね。グイマツで４０年ですか

ら。研究に研究を重ねて地味な仕事をしてき

て、ああいう成果を上げてきていると。しか

し、そういうのがカットされる危険性が非常

に大であるということなんですよ。 

 私は大幅に縮減されるのではないかと思っ

ていますよ。答弁によりますと、市長は暮れ

の押し迫った１２月の２８日に意見書を提出

してきたと、それを２月の方針でどのように

協議の中から決定したのか、ちょっとわから

ないけれども、案がとれてしまったと。私は、

この問答無用の知事のやり方は、どういう経

過は知りませんよ、意外に知事も市長もその

辺の経過はわからないかもしれませんが、先

ほどちょっと言いましたように、二兎を追う

ものは一兎も得ずですよ。分権と行政改革に

伴う合理化、これに当然２２の試験研究機関

が入っていると、２つとも経るというのが知

事のやり方なんですよ。こんな無茶なことな

いですよ。ことわざでは一兎も得ずですから

ね。これだけ強引に進めるという事態にくる

と、これはやっぱり市長は動きを注視したい

という答えでしたね、動きを注視したいと、

そういう答えです。けれども、再度やっぱり

きちんと説明できるように働きかけてくださ

い。汗をかいてくださいよ。何でと。全然理

解出来ないで、かなり質問にあったというこ

とで。どうですか、その辺あったら当然質問

に答えていただきたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 美唄市といたしましては、

林業試験場が果たしている本市への多大な貢

献、本当に林業の大切さ、これは私ども十分

承知している中で、道に対して意見を投じた

ところでございます。 

 今後、この方針に基づいて道で具体的な制

度設計を行なうという中で、私どもは言うべ

きことは道に何とか伝えて、維持されるよう

に努めてまいりたいと考えているところでご
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ざいます。 

 

●議長林 国夫君 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 

午後２時３８分 延会 


